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佐
陀
神
能
の
変
化
と
そ
の
要
因
に
関
す
る
研
究

―
神
事
と
芸
能
の
二
面
性
―

山 

﨑　

達 

哉

キ
ー
ワ
ー
ド
：
佐
陀
神
能
／
神
楽
／
芸
能
／
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会

は
じ
め
に

　

島
根
県
松
江
市
の
佐
太
神
社
に
お
い
て
毎
年
九
月
の
例
大
祭
で
あ
る
御ご

座ざ

替が
え

祭さ
い

の
時
に
舞
わ
れ
る
佐さ

陀だ

神し
ん

能の
う

は
、
慶
長
期
（
一
五
九
六

年
〜
一
六
一
五
年
）
に
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
得
た
際
に
能
の
影
響
を
受
け
創
作
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
能
の
影
響
を
受
け
た
佐

陀
神
能
は
、
神
楽
の
盛
ん
な
島
根
県
内
の
神
楽
の
中
で
も
特
殊
な
神
楽
と
い
え
る
。

　

本
論
文
で
は
、
佐
陀
神
能
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
慶
長
期
に
お
け
る
改
革
と
そ
の
影
響
を
考
察
し
、
当
時
の
最
先
端
の
舞
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
能
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
を
探
る
。
ま
た
明
治
期
以
降
か
ら
現
在
に
か

け
て
の
佐
陀
神
能
の
変
化
を
、
大
正
期
の
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
に
焦
点
を
当
て
、
芸
能
を
取
り
巻
く
環
境
と
と
も
に
検
討
す
る
。

現
在
の
佐
陀
神
能
は
、
形
式
は
慶
長
期
に
、
名
称
は
大
正
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
本
論
文
で
は
能
を
取
り
入
れ
る
前
の
佐
陀
神
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能
に
つ
い
て
は
「
佐
太
神
社
の
神
楽
」
と
表
記
し
、
能
を
導
入
し
た
後
の
佐
陀
神
能
と
区
別
す
る
。

　

慶
長
期
か
ら
現
在
ま
で
と
い
う
長
い
期
間
で
は
あ
る
が
、
佐
陀
神
能
の
変
化
を
少
し
ず
つ
追
う
こ
と
で
、
佐
陀
神
能
が
ど
の
よ
う
な
影

響
を
受
け
、
神
事
と
し
て
の
面
と
芸
能
と
し
て
の
面
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
を
示
し
た
い
。

第
一
章　

佐
陀
神
能
と
佐
太
神
社

　

佐
陀
神
能
は
、
島
根
県
松
江
市
の
佐
太
神
社
に
お
い
て
、
毎
年
九
月
の
御
座
替
祭
の
時
に
舞
わ
れ
る
神
楽
で
あ
る
。
佐
陀
神
能
は
七し
ち

座ざ

神し
ん

事じ

、
式し
き

三さ
ん

番ば

、
神し
ん

能の
う

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
七
座
神
事
は
、
剣け
ん

舞ま
い

、
散さ
ん

供ぐ
う

、
御ご

座ざ

、
清き
よ

目め

、
勧か
ん

請じ
ょ
う、

八や

乙お

女と
め

、
手た

草く
さ

の
七
座

の
演
目
か
ら
な
り
、
式
三
番
は
能
の
よ
う
に
、
翁
、
千
歳
、
三
番
叟
の
順
に
舞
わ
れ
る
。
神
能
は
、
大お
お

社や
し
ろ、
真ま

切き
り

女め

、
恵え

比び

須す

、
八や

幡わ
た

、

日や
ま
と
だ
け

本
武
、
磐い
わ
と戸

、
三さ
ん

韓か
ん

、
住す
み

吉よ
し

、
荒こ
う

神じ
ん

、
厳
い
つ
く

島し
ま

、
武た
け

甕み
か

槌づ
ち

、
八や

重え

垣が
き

の
十
二
段
か
ら
な
る
）
1
（

。
こ
の
七
座
神
事
、
式
三
番
、
神
能
を
総
称
し

て
「
佐
陀
神
能
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
佐
陀
神
能
が
舞
わ
れ
る
場
所
と
時
期
、
す
な
わ
ち
佐
太
神
社
と
御
座
替
祭
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

　

佐
太
神
社
は
、
島
根
県
松
江
市
の
北
、
鹿
島
町
佐
陀
宮
内
に
鎮
座
す
る
神
社
で
あ
る
。
佐
太
神
社
は
朝
日
山
の
麓
に
あ
り
、
向
か
っ
て

後
方
、
西
側
は
山
地
で
あ
る
。
佐
太
神
社
と
朝
日
山
の
頂
上
を
結
ぶ
ほ
ぼ
中
間
地
点
に
は
、
か
つ
て
佐
太
神
社
の
奥
之
院
で
あ
っ
た
成
相

寺
が
あ
る
。
神
社
の
前
を
流
れ
る
佐
陀
川
は
宍
道
湖
の
北
東
部
と
日
本
海
沿
岸
の
恵え
と
も曇
を
結
ぶ
。
佐
陀
川
は
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
の

施
工
か
ら
二
年
か
け
て
造
ら
れ
た
人
工
河
川
で
あ
る
。
摂
社
・
末
社
に
は
、
早は
や

人と

社 

、
母は
ぎ
の儀

人ひ
と

基も
と

社し
ゃ

、
田
中
社
な
ど
が
あ
る
。
神
紋
に

は
、「
扇
」「
亀
甲
」「
輪
違
」
の
三
種
が
使
わ
れ
て
い
る
。『
延
喜
式
』
で
は
、
佐
太
神
社
は
「
佐
陁
大
社
」
と
し
て
み
え
る
。
佐
太
神
社

は
出
雲
國
二
宮
と
仰
が
れ
、
出
雲
國
三
大
社
の
一
つ
と
し
て
杵き

築づ
き

と
熊
野
と
も
に
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
も
杵
築
と
日ひ
の

御み

碕さ
き

と
と
も
に
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「
佐
陀
大
社
」
と
称
え
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
出
雲
國
十
郡
の
う
ち
佐
陀
触
下
と
呼
ぶ
秋あ
い

鹿か

・
島
根
・
楯た
て

縫ぬ
い

・
意お

宇う

西
半
の

三
郡
半
の
神
社
を
支
配
下
に
置
き
、
出
雲
國
内
で
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
と
さ
れ
る
。
本
殿
は
大
社
造
の
社
が
三
殿
な
ら
ん
で
お

り
、
こ
の
よ
う
な
社
殿
は
神
社
建
築
史
上
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

佐
太
神
社
の
名
前
は
、『
出
雲
國
風
土
記
』
に
佐さ

太だ

御み

子こ
の

社や
し
ろや
佐さ

太だ

大お
お

神か
み
の

社や
し
ろの
名
前
で
登
場
し
、
佐
太
神
社
の
祭
神
で
あ
る
佐
太
大
神

も
登
場
す
る
。『
出
雲
國
風
土
記
』
嶋
根
郡
加
賀
郷
条
に
は
、

　

加
賀
郷　

郡
家
の
北
西
の
か
た
廾
四
里
一
百
六
十
歩
な
り
。
佐
太
の
大
神
の
生
れ
ま
し
し
と
こ
ろ
な
り
。
御
祖
、
神か
む

魂む
す
ひ

命
の
御

子
、
支き

佐さ

加か

比ひ

賣め

命
、「
闇
き
岩
屋
な
る
か
も
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
金
弓
も
ち
て
射
給
ふ
時
に
、
光
加か

加か

明あ

き
き
。
故
、
加
加
と

い
ふ
。（
原
漢
文
）
2
（

）

と
あ
り
、
同
じ
嶋
根
郡
の
海
岸
地
形
を
説
明
す
る
箇
所
に
は

　

加
賀
神
埼　

卽
ち
窟
あ
り
。
高
さ
は
一
十
丈
ば
か
り
、
周
り
五
百
二
歩
ば
か
り
な
り
。
東
と
西
と
北
と
に
通
ふ
。﹇
謂
わ
ゆ
る
佐

太
の
大
神
の
產
れ
ま
し
し
と
こ
ろ
な
り
。
產
れ
ま
さ
む
と
す
る
時
に
、
弓
箭
亡
せ
ま
し
き
。
そ
の
時
、
御
祖
神
魂
命
の
御
子
、
枳
佐

加
比
賣
命
、
願
ぎ
た
ま
ひ
つ
ら
く
、「
吾
が
御
子
、
麻
須
羅
神
の
御
子
に
ま
さ
ば
、
亡
せ
し
弓
箭
出
で
來
」
と
願
ぎ
ま
し
つ
。
そ
の

時
、
角
の
弓
箭
水
の
隨
に
流
れ
出
で
け
り
。
そ
の
時
、
弓
を
取
ら
し
て
、
詔
り
た
ま
ひ
つ
ら
く
、「
此
の
弓
は
吾
が
弓
箭
に
あ
ら
ず
」

と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
擲
げ
廢
て
給
ひ
つ
。
又
、
金
の
弓
箭
流
れ
出
で
來
け
り
。
卽
ち
待
ち
取
ら
し
ま
し
て
、「
闇
鬱
き
窟
な
る
か
も
」

と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
射
通
し
ま
し
き
。
卽
ち
、
御
祖
支
佐
加
比
賣
命
の
社
、
此
處
に
坐
す
。
今
の
人
、
是
の
窟
の
邊
を
行
く
時
は
、

3



必
ず
聲
磅
礚
し
て
行
く
。
若
し
密
か
に
行
か
ば
、
神
現
れ
て
、
飄
風
起
り
、
行
く
船
は
必
ず
覆
へ
る
﹈（
原
漢
文
）
3
（

）

と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
佐
太
大
神
は
母
を
支き

佐さ

加か

比ひ

賣め

命
（
枳
佐
加
比
賣
命
）
）
4
（

、
父
を
麻
須
羅
神
と
し
て
、
加
賀
神
埼
で
誕
生
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
母
神
・
支
佐
加
比
賣
命
が
暗
い
岩
屋
で
あ
っ
た
加
賀
神
埼
に
向
け
て
金
の
弓
で
射
た
と
こ
ろ
、
光
が
射
す
よ
う
に
な
っ
た
と

さ
れ
る
。
こ
の
穴
の
空
い
た
岬
が
現
在
の
加
賀
の
潜
戸
で
あ
る
と
い
う
。

　

佐
太
大
神
は
「
大
神
」
と
尊
称
さ
れ
る
が
、『
出
雲
國
風
土
記
』
に
「
大
神
」
は
わ
ず
か
四
柱
し
か
存
在
せ
ず
）
5
（

、
佐
太
大
神
の
神
と
し

て
の
高
い
地
位
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
佐
太
大
神
が
島
根
郡
・
秋
鹿
郡
を
包
括
し
て
上
位
に
立
つ
広
域
の
神
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
島
根
半
島
中
央
部
一
帯
を
占
め
る
広
域
な
佐
太
大
神
の
信
仰
圏
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
広
い
範
囲
が
「
狭
田
国
」
）
6
（

で
あ
る

と
考
え
ら
れ
）
7
（

、
内
陸
に
あ
る
佐
太
神
社
の
信
仰
対
象
が
海
に
あ
る
こ
と
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
佐
太
大
神
の
出
生
神
話

は
、
海
の
彼
方
の
神
霊
の
国
か
ら
の
、
新
し
く
生
命
力
の
満
ち
た
、
穀
物
霊
の
誕
生
で
あ
る
と
い
う
見
解
）
8
（

も
あ
り
、
内
陸
に
あ
る
神
社
と

信
仰
対
象
と
し
て
の
海
を
結
ぶ
考
え
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
佐
太
神
社
に
お
け
る
御
座
替
祭
は
数
あ
る
祭
事
）
9
（

の
中
で
も
最
も
重
儀
と
さ
れ
、
元
来
は
旧
暦
八
月
に
行
わ
れ
て
い
た
。
御

座
替
祭
と
は
、
佐
太
神
社
と
そ
の
摂
社
・
末
社
に
あ
る
神
座
の
茣ご

蓙ざ

を
敷
き
替
え
る
神
事
で
、
九
月
二
十
四
日
に
執
り
行
わ
れ
る
。
翌
九

月
二
十
五
日
に
は
例
祭
が
行
わ
れ
る
が
、
も
と
は
御
座
替
が
無
事
終
わ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
祝
賀
の
祭
で
あ
っ
た
。
同
日
夜
に
法
楽
と
し

て
神
能
を
演
舞
す
る
。
式
次
第
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

九
月
十
九
日
よ
り
神
事
は
始
ま
り
、
神
主
は
恵
曇
で
禊
を
行
い
、
青
竹
で
作
っ
た
汐
筒
に
海
水
を
汲
み
、
汐
草
で
あ
る
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
を

採
り
、
恵
曇
海
辺
社
に
詣
で
て
祈
念
し
、
帰
っ
て
三
殿
を
拝
し
て
籠
も
り
舎
で
参
籠
に
入
る
。
二
十
日
か
ら
祝
部
が
火ひ

鑽き
り

臼う
す

と
火ひ

鑽き
り

杵き
ね

で

毎
日
揉
み
出
す
忌
火
を
用
い
て
、
一
日
二
食
、
世
俗
と
の
関
わ
り
を
絶
っ
て
社
頭
に
勤
行
す
る
。
神
饌
所
で
は
「
オ
ケ
ヒ
ョ
ウ
」
と
呼
ば

4
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れ
る
熟
饌
が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
は
鑚
火
を
お
こ
し
、
か
ま
ど
で
白
米
を
炊
き
、
か
る
く
つ
ぶ
し
た
後
団
子
状
に
丸
め
た
も
の
で
、
木
製
の

古
式
の
神
饌
器
に
盛
り
供
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
祭
の
準
備
を
整
え
る
。

　

二
十
四
日
午
後
八
時
よ
り
宮
司
以
下
祭
員
は
直
会
殿
に
参
集
し
祭
が
始
ま
る
。
御
座
替
は
摂
社
末
社
か
ら
始
ま
り
、
本
殿
の
三
社
に
移

る
。
摂
社
末
社
で
の
御
座
替
が
始
ま
る
と
同
時
に
舞
殿
で
は
七
座
神
事
の
剣
舞
が
始
ま
り
、
続
い
て
散
供
、
御
座
、
清
目
、
勧
請
、
八
乙

女
、
手
草
と
続
く
。
剣
舞
で
は
、
剣
に
よ
り
悪
・
邪
気
を
祓
い
、
散
供
で
は
神
事
の
邪
魔
と
な
る
荒
ぶ
る
も
の
を
退
散
さ
せ
る
。
続
く
御

座
は
、
神
座
と
な
る
茣
蓙
を
手
に
持
ち
清
め
、
ま
た
舞
の
場
を
も
清
め
る
。
次
の
清
目
は
続
く
勧
請
に
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、
清
目
で
神

霊
の
降
臨
す
る
場
所
・
人
を
清
め
、
勧
請
で
は
神
霊
の
降
臨
を
願
う
。
最
後
の
手
草
は
神
お
ろ
し
と
神
慮
の
慰
め
と
な
る
）
10
（

。
舞
殿
で
七
座

神
事
が
行
わ
れ
て
い
る
間
も
摂
社
末
社
の
御
座
替
は
進
行
し
て
お
り
、
本
殿
の
三
社
の
御
座
替
は
南
殿
、
北
殿
、
正
中
殿
の
順
で
進
む
。

正
中
殿
で
は
、
宮
司
が
神
迎
え
を
行
う
。
御
座
替
の
前
に
は
、
宮
司
以
下
祭
員
一
同
、
本
殿
の
前
で
大
祓
詞
三
巻
を
奏
上
し
た
後
、
内
陣

に
進
み
、
御
神
座
を
舞
い
清
め
た
新
し
い
茣
蓙
に
取
り
替
え
る
。
古
伝
の
神
饌
、
御
膳
幣
を
献
じ
、
御
扉
を
閉
じ
、
式
が
終
わ
る
。
全
て

の
御
座
替
が
終
わ
る
と
正
中
殿
階
段
下
で
古
例
の
四
方
拝
を
行
っ
た
後
、
宮
司
以
下
祭
員
一
同
は
直
会
殿
に
参
集
す
る
。
直
会
殿
で
は
、

巫
女
舞
の
「
真
ノ
神
楽
」
が
舞
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
神
酒
と
オ
ケ
ヒ
ョ
ウ
と
呼
ぶ
御
供
を
頂
い
て
祭
は
終
わ
る
。
そ
の
後
、
宮
司
宅
で
祭

が
滞
り
な
く
終
え
た
こ
と
を
祝
し
、
三
方
に
鰹
節
を
乗
せ
た
も
の
を
祭
員
一
同
順
に
拝
す
る
儀
式
の
後
、
直
会
が
行
わ
れ
る
。

　

翌
二
十
五
日
は
午
後
二
時
頃
よ
り
例
祭
が
執
行
さ
れ
、
午
後
七
時
よ
り
法
楽
と
し
て
式
三
番
と
神
能
が
奉
納
さ
れ
る
。
こ
れ
は
無
事
御

座
替
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
祝
賀
す
る
祭
で
あ
る
。

　

こ
の
御
座
替
祭
で
舞
わ
れ
る
、
二
十
四
日
の
七
座
神
事
と
、
二
十
五
日
の
式
三
番
と
神
能
を
佐
陀
神
能
と
称
し
て
お
り
、
巫
女
舞
で
あ

る
「
真
ノ
神
楽
」
は
含
ま
れ
な
い
。

　

御
座
替
祭
の
中
心
と
な
る
、
神
座
で
も
あ
る
茣
蓙
を
替
え
る
と
い
う
神
事
は
、
茣
蓙
を
年
ご
と
に
新
し
く
す
る
こ
と
で
神
々
の
霊
威
が

5



常
に
新
し
く
続
い
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
佐
太
神
社
周
辺
の
土
地
は
藺
草
の
産
地
と
し
て
名
が
知
ら
れ
て

お
り
、
藺
莚
は
『
延
喜
式
』
に
み
え
る
「
出
雲
筵
」
で
、
旧
佐
陀
庄
の
産
物
と
し
て
都
へ
送
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
11
（

。『
枕
草

子
』
）
12
（

に
も
載
っ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
佐
太
表
や
秋
鹿
表
と
し
て
生
産
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
「
茣
蓙
を
替
え
る
」
と
い
う
行
事
に
つ
い
て
は
こ
の
地
方
特
有
の
習
俗
に
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
が
あ

り
、
出
雲
地
方
の
山
間
部
で
は
正
月
し
た
く
を
す
る
際
、
し
め
飾
り
に
新
し
い
莚
を
使
う
と
い
う
方
式
が
あ
る
と
い
う
）
13
（

。
類
似
し
た
事
例

に
は
正
月
飾
り
の
ト
コ
カ
ザ
リ
が
あ
り
、
石
塚
尊
俊
に
よ
る
と
、「
ト
コ
の
ま
ん
中
に
歳
徳
神
や
天
照
大
神
な
ど
の
掛
け
軸
を
か
け
、
上

の
框
の
左
右
に
若
松
の
枝
を
と
り
つ
け
、
前
に
し
め
を
は
り
、（
中
略
）
御
幣
な
ど
を
と
り
つ
け
る
。
こ
れ
を
ミ
ノ
グ
ミ
と
い
う
。
ト
コ

の
前
に
は
オ
ク
ラ
ダ
ワ
ラ
（
俵
）
と
い
っ
て
、
も
み
俵
を
二
俵
並
べ
、
上
に
新
し
い
む
し
ろ
を
お
き
、
そ
の
上
に
お
鏡
や
ご
飯
を
供
え

る
。」
と
あ
る
）
14
（

。
石
塚
は
御
座
替
祭
と
正
月
飾
り
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
正
月
の
神
は
来
訪
神
で
あ
る
こ
と

と
、
正
月
飾
り
は
神
迎
え
の
た
め
に
用
意
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
出
雲
地
方
で
は
神
を
迎
え
る
際
に
莚
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
祭
で
神
を
迎
え
る
神
事
と
繋
が
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
佐
陀
神
能
が
舞
わ
れ
る
九
月
二
十
四
日
・
二
十
五
日
の
御
座
替
祭
が
重
要
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
並
ん
で

重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
十
一
月
二
十
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
行
わ
れ
る
神
在
祭
で
あ
る
。
出
雲
で
は
旧
暦
十
月
を
「
神
無
月
」
と
呼
ば

ず
、
神
々
が
集
ま
る
月
と
し
て
「
神
在
月
」
と
呼
び
、
神
々
を
迎
え
祀
る
神
在
祭
の
行
事
は
出
雲
地
方
の
各
神
社
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。

特
に
佐
太
神
社
は
八
百
万
の
神
々
が
集
う
重
要
な
場
所
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
神
在
は
「
じ
ん
ざ
い
」
と
読
め
、
鎮
齋
の
意
味
で
新
嘗
祭

と
関
係
す
る
の
で
は
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
祭
の
期
間
中
は
、
歌
舞
音
曲
、
喧
騒
、
造
作
等
も
慎
む
祭
で
あ
っ
た
。
十
一
月
二
十
日
夜
に

神
迎
神
事
に
よ
っ
て
神
々
を
お
迎
え
し
、
二
十
三
日
に
新
嘗
祭
が
あ
り
、
二
十
五
日
夜
に
は
神
々
を
お
送
り
す
る
神か

等ら

去さ

出で

神
事
を
執
り

行
う
。
三
十
日
に
は
帰
り
遅
れ
た
神
々
を
お
送
り
す
る
止し
わ

神が
み

送お
く
り

神
事
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
五
月
二
十
日
〜
二
十
五
日
に
行
わ
れ
る
神

6
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在
裏
月
祭
は
、
佐
太
神
社
特
有
の
祭
で
、
い
か
に
神
在
祭
を
重
視
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
神
在
祭
で
は
信
仰
の
対
象
で
あ
る
龍
や
蛇
が

登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
神
在
祭
と
龍
蛇
信
仰
の
結
び
つ
き
が
み
え
、
佐
太
神
社
で
行
わ
れ
る
神
能
の
演
目
に
も
そ
の
影
響
が
窺
え
る
。

　

神
在
祭
は
「
お
忌
み
さ
ん
」（「
お
忌
ま
つ
り
」）
と
も
称
さ
れ
る
。
旧
暦
十
月
、
神
無
月
の
頃
に
は
、「
お
忌
み
荒
れ
」
と
呼
ば
れ
る
、

急
な
気
候
変
化
と
海
荒
れ
が
起
き
る
。
神
々
は
こ
の
風
に
乗
っ
て
出
雲
に
集
ま
る
と
さ
れ
る
）
15
（

。
ま
た
そ
の
風
に
乗
っ
て
、
海
蛇
）
16
（

が
南
方
か

ら
出
雲
の
海
岸
に
流
れ
着
く
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
海
蛇
を
神
々
の
先
導
役
あ
る
い
は
竜
宮
か
ら
の
龍
神
の
使
者
と
考
え
て
信
仰
の

対
象
と
し
、
地
元
で
は
「
龍
り
ゅ
う

蛇じ
ゃ

さ
ん
」
）
17
（

と
い
う
呼
称
も
あ
る
。
近
年
で
は
潮
流
の
変
化
に
よ
り
海
蛇
の
漂
着
は
稀
と
な
っ
て
い
る
そ
う
で

あ
る
が
、
漂
着
が
あ
る
場
合
に
は
、
出
雲
大
社
、
佐
太
神
社
、
日
御
碕
神
社
な
ど
、
神
在
祭
が
行
わ
れ
る
神
社
に
奉
納
さ
れ
る
）
18
（

。
ま
た
、

出
雲
地
方
の
民
間
で
は
出
雲
大
社
・
佐
太
神
社
・
日
御
碕
神
社
へ
あ
が
る
龍

蛇
の
尾
に
は
、
そ
の
社
特
有
の
神
紋
が
つ
い
て
い
る
と
ま
で
信
じ
ら
れ
て
い

る
）
19
（

。

　

さ
て
、
神
在
祭
で
登
場
す
る
竜
宮
か
ら
の
使
い
や
、
ワ
タ
ツ
ミ
の
神
が
信

仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
佐
太
神
社
の
も
と
も
と
の
信
仰
対
象
が

陸
地
で
は
な
く
海
に
あ
り
、
主
神
で
あ
る
佐
太
大
神
が
誕
生
し
た
場
所
が
加

賀
の
潜
戸
で
あ
る
こ
と
と
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
佐
太
神
社
に
は
、
本
殿
に

向
か
う
石
段
の
右
手
に
海
藻
と
竹
筒
が
供
え
て
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
地
方
の

風
習
で
、
海
で
禊
を
し
て
か
ら
、
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
と
い
う
海
藻
と
竹
筒
に
汲
ん

だ
海
水
を
持
っ
て
神
社
に
参
拝
す
る
も
の
で
あ
る
。
説
明
書
き
に
は
、「
藻

汐
祓　

家
に
悪
穢
が
あ
っ
た
時
青
竹
で
汐
筒
を
作
り
海
に
行
き
汐
を
汲
み
ジ

写真1　「藻汐祓」の看板
（2013年8月26日撮影）
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ン
バ
草
を
採
り
身
を
清
め
当
社
に
お
詣
り
し
て
祓
を
す
る
の
が
古
く
か
ら
の
習
俗
で
あ
り
ま
す
」
と
あ
り
、
海
藻
や
海
水
に
祓
い
の
力
を

認
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
写
真
１
）。

　

海
洋
や
龍
蛇
へ
の
信
仰
が
表
れ
て
い
る
神
在
祭
と
佐
陀
神
能
は
、
神
能
に
登
場
す
る
龍
に
よ
っ
て
関
連
づ
け
ら
れ
る
。

　

佐
陀
神
能
に
は
佐
太
神
社
の
縁
起
を
語
る
演
目
で
あ
る
『
大
社
』
に
龍
神
が
登
場
す
る
。
佐
太
大
神
が
登
場
し
舞
う
場
面
で
、
雨
風
を

思
わ
せ
る
太
鼓
や
笛
、
手
拍
子
と
共
に
宝
の
御
箱
を
持
っ
て
龍
神
が
現
れ
、
佐
太
大
神
大
神
に
御
箱
か
ら
美
し
い
五
色
の
龍
蛇
を
捧
げ

る
。
佐
太
神
社
の
縁
起
を
語
る
重
要
な
場
面
に
お
い
て
あ
え
て
龍
蛇
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
龍
蛇
を
重
視
し
て
い
る
表
れ
と
考
え
ら
れ

る
。
も
と
も
と
神
話
は
神
聖
な
祭
儀
の
場
に
お
い
て
、
口
頭
で
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
）
20
（

と
い
う
性
質
を
考
え
る
な
ら
ば
、『
大
社
』
に
お

い
て
語
ら
れ
る
佐
太
神
社
の
縁
起
や
神
無
月
（
神
在
月
）
の
由
来
、
登
場
す
る
佐
太
大
神
、
龍
神
な
ど
の
神
々
は
佐
太
神
社
を
代
表
す
る

あ
る
い
は
象
徴
す
る
対
象
と
し
て
登
場
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
在
祭
と
龍
蛇
信
仰
、
神
能
の
演
目
は
関
連
が
深
い
。
一

方
で
、『
大
社
』
の
構
成
や
そ
の
要
素
は
、
吉
田
神
道
や
能
な
ど
外
部
か
ら
の
影
響
が
大
き
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

第
二
章　

江
戸
期
以
前
の
「
佐
太
神
社
の
神
楽
」

　

佐
陀
神
能
は
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
年
〜
一
六
一
五
年
）
に
能
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
現
在
の
形
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
佐
陀
神
能
は
慶
長
十
三
（
一
六
〇
八
）
年
（
も
し
く
は
慶
長
年
間
）
に
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
得
る
た
め
、
京
へ
上
っ
た
宮

川
兵
部
少
輔
秀
行
と
幡
垣
正
綱
が
計
り
、
能
を
取
り
入
れ
て
数
段
の
神
事
能
を
作
り
、
七
座
神
事
に
附
し
て
舞
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
）
21
（

と
い

う
も
の
で
、
以
降
、
佐
陀
神
能
は
七
座
神
事
・
式
三
番
・
神
能
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
式
三
番
・
神
能
は
慶
長
期
の
こ
ろ
の
創
作
と
さ
れ

る
が
、
七
座
神
事
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
神
能
が
成
立
す
る
以
前
に
佐
太
神
社
で
行
わ
れ
て
い
た
神
楽
は
ど
の

8
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よ
う
な
形
式
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

慶
長
期
以
前
の
神
楽
の
様
子
を
伝
え
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、『
佐
陀
大
社
縁
起
』
が
あ
る
）
22
（

。
末
尾
に
明
應
四
（
一
四
九
五
）
年
の

記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
慶
長
年
間
よ
り
お
よ
そ
百
年
前
の
記
述
で
あ
る
。
神
楽
の
文
字
が
み
え
、
神
楽
が
舞
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
が
、
具
体
的
な
内
容
は
な
い
。
神
楽
に
つ
い
て
の
記
述
に
は
、

一　

神
前
専
神
楽
事 
凡
神
者
依
形
蛇
身 

毎
日
在
三
熱
之
苦 

所
謂
三
熱
者 

熱
風
熱
沙
熱
塵
也 

神
子
巫
等
舞
歌 

則
忘
三
熱
之
苦 

暫
休

息
給
故 

専
神
楽
用
也 
惣
神
楽
之
起
者
天
岩
戸
始 

委
見
日
本
記

と
あ
り
、「
神
前
に
神
楽
を
専
ら
に
す
る
事
、
神
は
蛇
の
姿
を
し
て
お
り
、
毎
日
熱
風
熱
沙
熱
塵
と
い
う
三
熱
に
苦
し
ん
で
い
る
事
、
神

子
や
巫
女
が
舞
い
歌
う
な
ら
ば
三
熱
の
苦
を
忘
れ
、
休
息
を
と
る
、
そ
の
た
め
に
神
楽
を
用
い
る
、
神
楽
の
起
こ
り
は
天
の
岩
戸
に
始
ま

り
、
委
細
は
日
本
記
に
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
神
楽
は
蛇
身
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
神
楽
の
起
源
は

日
本
書
紀
の
天
の
岩
戸
説
話
に
関
係
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
手
拍
子
）
23
（

を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

一　

手
拍
子
用
事　

手
拍
子
者
是
吉
利
句
阿
弥
陀
種　

出
音
者
即
観
音
也　

三
珊
句
即
是
観
音
勢
至
種
子
也　

故
手
拍
子
打
時　

即

有
此
響
故　

聞
者
必
天
然
而
發
□
（「
さ
さ
点
菩
提
」
か
）
心　

是
以
神
前
神
楽
用
之
也

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
拍
子
は
阿
弥
陀
如
来
や
勢
至
菩
薩
の
真
言
で
あ
り
、
手
拍
子
を
打
つ
時
に
こ
の
響
き
が
あ
る
た
め
に
、
聞
く
者

は
必
ず
菩
提
心
を
お
こ
す
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
神
前
の
神
楽
に
手
拍
子
を
用
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
点
で
神
仏
習
合
が
成
っ
て
い
る

9



様
子
が
窺
え
る
が
、
こ
こ
で
は
手
拍
子
に
注
目
し
た
い
。
現
在
の
佐
陀
神
能
で
も
手
拍
子
は
ほ
と
ん
ど
の
演
目
に
お
い
て
編
成
に
加
わ
っ

て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
手
拍
子
の
重
視
は
か
な
り
以
前
か
ら
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
慶
長
期
以
前
の
「
佐
太
神
社
の
神
楽
」
に
つ
い
て
、
詳
し
い
演
目
や
中
身
に
つ
い
て
の
説
明
は
手
拍
子
を
用
い
て
い
る

以
外
不
明
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
形
で
「
神
楽
」
と
呼
ば
れ
る
何
か
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
石
塚
尊
俊
に
よ
れ
ば
、
明
治

以
前
に
は
七
座
や
神
能
を
「
神
楽
」
と
呼
ん
だ
例
は
な
い
が
、「
神
楽
」
と
称
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
御
神
楽
・
大
神

楽
・
真
御
神
楽
・
八
乙
女
神
楽
・
湯
立
・
能
・
七
座
神
事
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
、
御
神
楽
・
大
神
楽
・
真
御
神

楽
・
八
乙
女
神
楽
な
ど
と
称
す
る
「
神
楽
」
と
、
今
日
で
い
う
七
座
神
事
・
神
能
は
別
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
24
（

。
対
象
を
出
雲
全

体
に
広
げ
た
場
合
、
祭
礼
に
お
け
る
「
神
楽
」
と
は
、
湯
立
神
楽
や
巫
女
の
舞
を
主
と
す
る
八
乙
女
神
楽
、
あ
る
い
は
奏
楽
の
み
の
も
の

を
指
し
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
）
25
（

。
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
神
能
は
重
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
七
座
は
神
事
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
て
お
り
、
七
座
の
所
作
が
（
芸
能
的
な
）
舞
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、『
佐
陀
大
社
縁
起
』
に
お
け
る
「
神
楽
」
は
手
拍
子
を
伴
う
湯
立
神
楽
か
八
乙
女
神
楽
、
あ
る
い
は
手
拍
子
の
み
を
指
す
と
考

え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
神
能
創
作
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
七
座
神
事
は
、
い
つ
頃
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
で
は
御
座

替
祭
の
時
に
は
必
ず
舞
わ
れ
る
七
座
神
事
で
あ
る
が
、
文
献
上
、
御
座
替
神
事
と
七
座
神
事
が
同
時
に
出
て
く
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
御

座
替
神
事
の
名
は
永
正
九
（
一
五
一
二
）
年
の
「
七
拾
余
度
之
祭
之
名
ヲ
知
事
」
に
出
て
来
る
が
、
七
座
神
事
の
名
は
見
え
な
い
。
佐
太

神
社
の
文
献
に
お
い
て
七
座
の
語
が
出
て
く
る
の
は
、
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
の
遷
宮
に
関
す
る
神
事
の
条
が
初
め
で
あ
る
。
佐
太
神

社
以
外
の
神
社
ま
で
範
囲
を
広
げ
る
な
ら
ば
、
史
料
上
で
確
認
で
き
る
七
座
神
事
の
最
も
古
い
も
の
は
、
天
文
三
（
一
五
三
四
）
年
の
も

の
で
、
松
江
市
大
垣
町
の
内
神
社
（
旧
社
号
・
大
野
高
ノ
宮
）
に
あ
る
「
大
野
高
宮
社
記
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
七
座
神
事
が
あ

10
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る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
神
社
は
少
な
く
と
も
三
十
九
社
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
七
座
神
事
が
指
す
内
容
に
つ
い
て
石
塚
尊
俊
は
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
の
、
島
根
郡
加
賀
浦
に
お
け
る
次
第
と
そ
の
祝
詞
を

例
に
挙
げ
、「
七
座
と
は
祭
典
後
に
お
け
る
芸
能
で
は
な
く
、
祭
典
の
方
式
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
」
）
26
（

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
七
座
神
事

が
八
乙
女
神
楽
を
包
摂
し
て
い
る
こ
と
や
、
七
座
神
事
に
含
ま
れ
て
い
る
、
場
を
祓
い
清
め
る
「
剣
舞
」
を
湯
立
神
楽
も
保
持
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
八
乙
女
神
楽
と
湯
立
神
楽
を
元
に
し
て
七
座
神
事
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
続
け
て
い
る
。

　

ま
た
、
出
雲
古
来
の
神
楽
は
個
々
の
舞
が
一
神
だ
け
で
舞
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
石
塚
尊
俊
の
説
を
受
け
て
、
勝
部
月
子
は

七
座
神
事
の
成
立
を
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
舞
座
に
神
迎
え
を
す
る
た
め
に
舞
座
を
祓
い
清
め
、
神
を
迎
え
て
祈
願

す
る
、
と
い
う
祭
式
が
変
化
し
て
、
念
入
り
に
幾
重
に
も
神
迎
え
の
た
め
の
清
浄
な
祭
場
を
つ
く
る
こ
と
を
重
視
し
、
舞
人
も
参
集
す
る

人
も
穢
れ
を
祓
う
と
い
う
祭
の
様
式
が
再
構
築
さ
れ
た
形
が
七
座
神
事
の
起
こ
り
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
）
27
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
佐
陀
神
能
を
構
成
し
て
い
る
内
容
の
う
ち
、
神
能
は
新
し
く
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
七
座
神
事
に
お
い
て
も
「
神

楽
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
七
座
神
事
が
現
在
も
「
七
座
の
舞
」
と
せ
ず
、「
神
事
」
を
称
し
て
い

る
こ
と
も
無
関
係
と
は
い
え
ず
、
七
座
神
事
は
も
と
も
と
、
神
楽
の
よ
う
な
「
奉
納
す
る
歌
舞
」
で
は
な
く
、「
神
事
を
執
り
行
う
た
め

の
儀
式
の
一
つ
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
事
の
一
部
と
し
て
舞
わ
れ
る
「
真
ノ
神
楽
」
が
佐
陀
神
能
と
し
て
含

ま
れ
な
い
よ
う
に
、
七
座
神
事
も
神
事
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
も
の
が
、
徐
々
に
歌
舞
と
し
て
注
目
さ
れ
た
と
考
え
る
。

第
三
章　

江
戸
期
に
お
け
る
「
佐
太
神
社
の
神
楽
」
の
変
化

　
「
佐
太
神
社
の
神
楽
」
が
能
を
取
り
入
れ
、
神
能
を
創
っ
た
こ
と
は
佐
陀
神
能
の
成
立
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
が
、
そ
の
説
は

11



口
碑
に
よ
る
も
の
で
、
正
確
に
は
未
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
。
神
能
が
創
作
さ
れ
た
時
期
を
巡
っ
て
は
こ
れ
ま
で
様
々
な
議
論
）
28
（

が
行
わ
れ
て

き
た
が
、
明
確
な
史
料
の
発
見
も
な
く
、
慶
長
年
間
に
佐
陀
神
能
が
成
立
し
た
と
い
う
半
ば
伝
説
的
な
言
説
が
定
着
し
て
い
る
の
が
現
状

で
あ
る
。
そ
の
口
碑
に
よ
る
と
、
神
職
の
宮
川
秀
行
が
神
職
裁
許
状
を
受
け
る
た
め
、
慶
長
年
間
に
吉
田
社
に
上
っ
た
際
、
当
時
都
で
流

行
っ
て
い
た
猿
楽
や
幸
若
等
の
形
式
に
よ
っ
て
幡
垣
正
綱
と
計
り
、
神
能
は
創
作
さ
れ
た
と
い
う
）
29
（

。
作
ら
れ
た
数
段
の
神
能
は
七
座
神
事

に
付
属
し
、
舞
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
よ
う
で
あ
る
）
30
（

。
神
能
の
創
作
と
神
道
裁
許
状
の
受
諾
に
は
関
連
が
あ
り
、
能
を
取
り
入
れ
た
際
に
吉

田
神
道
に
よ
る
思
想
や
吉
田
家
の
活
動
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

神
道
裁
許
状
を
得
る
た
め
に
京
都
に
佐
太
神
社
の
神
職
が
上
っ
た
理
由
に
は
、
吉
田
家
の
活
動
が
社
会
に
受
容
さ
れ
、
正
当
性
を
認
め

ら
れ
て
い
た
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
。
吉
田
家
は
、
十
四
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、
卓
越
し
た
古
典
研
究
の
蓄
積
の

上
に
、
神
道
界
に
お
い
て
他
を
圧
倒
す
る
実
力
を
保
持
し
、
自
身
を
神
道
界
の
頂
点
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
図
っ
て
い
た
。
系
図
を
改
竄

し
、
自
ら
を
神
道
の
主
宰
神
天
児
屋
命
の
裔
と
位
置
づ
け
、
そ
の
継
承
者
を
自
任
し
、「
唯
一
神
道
」
の
絶
対
性
や
、
吉
田
家
が
神
道
の

棟
梁
た
る
こ
と
の
論
拠
と
な
っ
た
。
ま
た
、
神
祇
官
を
代
表
す
る
た
め
、
律
令
官
制
と
は
別
に
「
神
祇
管
領
長
上
」
を
位
置
づ
け
、
公
権

の
承
認
を
得
る
こ
と
で
正
当
性
の
確
立
を
図
っ
た
）
31
（

。

　

吉
田
家
の
古
典
研
究
で
代
表
さ
れ
る
も
の
は
『
日
本
書
紀
』
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
時
代
に
は
、
卜
部
兼
方
が
最
初
の
『
日
本
書
紀
』
注
釈

で
あ
る
『
釈
日
本
紀
』
を
著
し
、
一
族
か
ら
は
古
典
学
者
を
多
く
出
し
、
将
軍
や
法
親
王
に
進
講
す
る
者
も
い
た
）
32
（

。
吉
田
家
は
『
日
本
書

紀
』
の
中
で
も
特
に
神
代
巻
を
研
究
し
て
お
り
、
こ
の
研
究
が
佐
陀
神
能
へ
も
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

吉
田
家
の
活
動
は
、
神
話
に
基
づ
く
権
威
、
世
俗
権
威
・
権
力
に
よ
る
保
証
と
、
神
祇
官
の
代
表
「
神
祇
管
領
長
上
」
に
よ
っ
て
正
当

化
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
吉
田
家
が
諸
国
の
神
職
や
神
職
組
織
を
傘
下
に
収
め
る
上
で
、
有
力
な
手
段
と
な
っ
て
い
た
の
が
神
道
裁

許
状
で
あ
っ
た
。
神
道
裁
許
状
が
許
可
す
る
内
容
は
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
、
鑿
井
、
神
事
に
お
け
る
装
束
、
触
穢
・
服
忌
に
関
す
る
事

12
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項
、
祭
礼
の
復
興
・
月
日
の
延
引
、
肉
食
な
ど
、
神
事
に
関
わ
る
多
様
な
事
項
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
機
能
は
、
省
略
様
式
の
出
現
、
用

途
の
収
斂
が
あ
り
、
神
道
裁
許
状
の
用
途
は
、
装
束
裁
許
・
肉
食
裁
許
・
神
事
奉
仕
者
と
し
て
地
位
確
定
の
三
つ
の
機
能
に
変
化
し
た
）
33
（

。

慶
長
・
元
和
期
（
一
五
九
六
年
〜
一
六
二
四
年
）
の
南
奥
州
で
は
、
神
職
と
修
験
の
間
に
争
い
が
起
こ
り
、
神
職
は
吉
田
家
を
頼
み
、
神

道
裁
許
状
を
得
た
例
が
あ
る
。
神
職
は
自
身
の
存
在
意
義
を
主
張
し
、
他
と
区
別
を
つ
け
る
必
要
が
あ
り
、
神
職
身
分
の
確
保
の
た
め
の

手
段
と
し
て
神
道
裁
許
状
を
求
め
て
い
た
）
34
（

。
神
道
裁
許
状
を
受
給
し
た
神
職
を
吉
田
家
は
保
護
し
て
い
た
こ
と
も
神
道
裁
許
状
が
求
め
ら

れ
る
背
景
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
）
35
（

。
こ
の
神
道
裁
許
状
に
よ
る
関
係
の
結
び
方
は
分
権
支
配
で
は
な
く
、
中
央
集
権
的
で
あ
り
、
全
国
統
一

を
成
し
遂
げ
た
権
力
の
性
格
に
合
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
36
（

。

　

豊
臣
秀
吉
が
全
国
統
一
の
事
業
を
進
め
て
い
る
頃
に
は
、
そ
の
独
特
の
性
格
を
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
吉
田
兼
見
は
豊
臣
秀

吉
に
よ
る
神
国
思
想
を
肯
定
す
る
な
ど
、
交
流
を
深
め
て
い
た
。
ま
た
、
吉
田
兼
見
の
弟
で
あ
る
梵
舜
も
徳
川
家
康
と
神
道
に
関
す
る
問

答
を
繰
り
返
す
な
ど
の
親
交
が
あ
っ
た
）
37
（

。
神
道
界
で
頂
点
で
あ
る
た
め
に
も
、
政
治
権
力
と
の
結
び
つ
き
は
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
吉
田
家
は
巧
み
に
そ
の
地
位
を
獲
得
し
、
神
道
裁
許
状
は
効
果
を
持
つ
に
至
っ
た
。
佐
太
神
社
の
神
職
が
神
道
裁
許
状

を
受
け
に
行
っ
た
の
も
こ
の
よ
う
な
効
力
を
頼
ん
で
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
吉
田
家
は
能
と
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
吉
田
家
は
「
翁
」
の
由
来
や
意
義
を
説
い
た
秘
説
を
伝
授
し
て
お
り
、『
翁
の
大

事
』
と
い
う
も
の
を
発
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
）
38
（

。
相
伝
を
受
け
た
の
は
、
能
役
者
だ
け
で
な
く
、
大
名
や
旗
本
、
公
家
の
諸

大
夫
、
神
官
な
ど
広
範
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
）
39
（

。

　

そ
れ
で
は
、
慶
長
期
前
後
の
能
の
状
況
か
ら
、「
佐
太
神
社
の
神
楽
」
へ
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
考
え
た
い
。

　

現
在
「
能
」
と
よ
ば
れ
る
芸
の
原
型
は
、
十
三
世
紀
中
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
猿
楽
（
申
楽
と
も
表
記
さ
れ

た
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
当
時
の
社
会
に
お
い
て
芸
能
民
は
差
別
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、
猿
楽
の
芸
人
た
ち
も
例
外
で
は
な
く
、
猿

13



楽
者
は
寺
社
に
お
い
て
穢
れ
を
払
う
立
場
に
あ
っ
た
た
め
差
別
を
受
け
る
身
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
猿
楽
者
は
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
保
護
を
画
期
と
し
て
変
化
し
た
。
晩
年
に
な
り
能
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
は
天
覧

能
の
主
宰
）
40
（

な
ど
の
ほ
か
、
猿
楽
能
の
保
護
も
行
っ
た
。
当
時
猿
楽
能
を
行
っ
て
い
た
座
は
地
域
ご
と
に
存
在
し
て
お
り
、
地
元
の
祭
礼
で

歌
舞
を
奏
し
て
い
た
。
豊
臣
秀
吉
は
、
そ
れ
ら
の
座
の
う
ち
、
結
崎
座
、
坂
戸
座
、
外
山
座
、
円
満
井
座
）
41
（

の
大
和
猿
楽
四
座
へ
の
配
当
米

の
分
担
扶
持
を
決
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
を
保
護
す
る
政
策
を
出
し
た
）
42
（

。
こ
の
よ
う
な
決
定
に
よ
り
、
大
和
猿
楽
四
座
が
保
護
さ
れ
る
一

方
、
多
数
の
地
方
猿
楽
は
配
当
米
が
受
け
ら
れ
ず
、
四
座
の
う
ち
ど
れ
か
を
名
乗
る
か
、
大
和
猿
楽
四
座
へ
の
統
合
・
再
編
成
に
よ
り
そ

の
存
続
を
守
る
こ
と
に
な
り
、
衰
退
し
た
。
結
果
と
し
て
大
和
猿
楽
四
座
以
外
の
猿
楽
座
は
ほ
ぼ
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
、
徳
川
家
康
が
豊
臣
秀
吉
の
大
和
猿
楽
四
座
の
保
護
策
を
継
承
し
た
こ
と
で
、
能
は
賞
玩
に
耐
え
得
る
芸
能
と
な
っ
た
。
武
家

に
よ
る
能
の
保
護
を
受
け
、
能
は
式
楽
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
。
能
を
嗜
む
こ
と
が
武
家
社
会
の
一
員
と
し
て
の
地
位

や
権
威
の
保
護
へ
と
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。

　

慶
長
九
（
一
六
〇
四
）
年
に
は
、
加
賀
藩
の
前
田
利
長
が
関
が
原
で
の
戦
勝
の
報
賽
と
し
て
神
事
能
の
興
行
を
命
じ
た
こ
と
で
）
43
（

、
佐
那

武
明
神
（
現
在
の
大
野
湊
神
社
）
の
神
事
能
が
復
興
さ
れ
た
。
ま
た
、
慶
長
十
四
（
一
六
〇
九
）
年
に
は
、
徳
川
家
康
が
大
阪
に
詰
め
て

い
た
猿
楽
を
駿
府
へ
詰
め
る
よ
う
命
令
し
て
い
る
な
ど
、
能
を
取
り
巻
く
環
境
は
慶
長
期
の
前
後
で
変
化
が
起
き
て
い
た
）
44
（

。

　

室
町
時
代
に
猿
楽
者
は
差
別
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、
武
家
に
よ
っ
て
式
楽
と
し
て
能
が
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
45
（

の
は
大
き
な

変
化
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
佐
太
神
社
の
あ
る
松
江
藩
は
、
慶
長
期
に
は
堀
尾
氏
が
藩
主
で
あ
っ
た
。
堀
尾
氏
は
豊
臣
秀
吉
の
家
人
と
し

て
長
く
貢
献
し
、
豊
臣
秀
吉
没
後
は
徳
川
家
康
に
接
近
し
た
こ
と
も
考
え
る
と
）
46
（

、
堀
尾
氏
に
よ
る
式
楽
で
あ
る
能
へ
の
関
心
が
「
佐
太
神

社
の
神
楽
」
に
能
を
取
り
入
れ
た
要
因
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
能
は
当
時
流
行
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
権
威
と
も
結

び
つ
い
て
い
た
。
神
道
界
で
頂
点
を
目
指
し
た
吉
田
神
道
が
能
に
と
っ
て
重
要
な
「
翁
」
の
相
伝
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
や
、
全
国
統
一

14



佐陀神能の変化とその要因に関する研究

を
進
め
て
い
た
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
が
能
の
保
護
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
吉
田
神
道
が
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
ら
と
接
近
し

て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
当
時
の
宗
教
権
威
と
政
治
権
力
の
両
者
が
密
接
に
結
び
つ
こ
う
と
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
両
者
共
に
能

に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
佐
太
神
社
に
能
を
持
ち
帰
る
動
機
と
し
て
は
十
分
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
神
能
の
演
目
に
は
、
吉
田
神
道
の
思
想
や
参
考
の
元
と
な
っ
た
能
か
ら
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
入
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
当
時
の
能
の
影
響
を
受
け
て
創
作
さ
れ
成
立
し
た
神
能
の
演
目
）
47
（

に
は
、
話
の
内
容
が
『
日
本
書
紀
』
に
由
来
す
る
も
の
が
多

い
こ
と
が
わ
か
る
。
演
目
の
内
容
を
み
て
み
る
と
、「
日
本
武
」
は
日
本
武
命
に
よ
る
東
夷
征
伐
、「
磐
戸
」
は
天
鈿
女
命
に
よ
る
岩
戸
開

き
、「
三
韓
」
は
神
功
皇
后
の
異
国
遠
征
、「
武
甕
槌
」
は
国
譲
り
神
話
、「
八
重
垣
」
は
素
戔
嗚
尊
に
よ
る
大
蛇
退
治
の
話
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
に
由
来
す
る
説
話
、
神
話
が
多
い
。
ま
た
「
武
甕
槌
」
や
「
八
重
垣
」
の
舞
台
は
出
雲
地
方
で
あ
り
、
出
雲
神

話
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
出
雲
を
舞
台
と
し
た
神
話
群
と
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に

み
え
る
神
々
の
物
語
と
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
48
（

こ
と
か
ら
、「
出
雲
神
話
」
と
称
し
て
い
て
も
ど
ち
ら
の
系
統
に
由
来
し
て
い
る
の

か
を
注
意
し
て
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話
と
共
通
・
近
似
の
話
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
見

出
せ
ず
、
逆
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
神
能
の
「
武
甕
槌
」
や
「
八
重
垣
」
は
『
日
本
書
紀
』
由
来
の
話
と
み
て
良

い
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
み
え
る
出
雲
神
話
の
中
で
も
代
表
的
な
国
引
き
神
話
）
49
（

や
、
佐
太
神
社
の
祭
神
で
あ
る
佐
太
大
神
が
産
ま
れ
た
と

さ
れ
る
加
賀
の
潜
戸
の
説
話
に
も
佐
太
大
神
以
外
に
そ
の
母
や
父
な
ど
の
神
々
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
ど
の
神
能
の

演
目
に
も
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　

一
方
、
佐
太
神
社
の
縁
起
を
語
る
「
大
社
」
は
、
そ
の
謡
や
詞
を
能
の
「
大
社
」
や
「
竹
生
島
」、「
淡
路
」
な
ど
か
ら
と
っ
た
も
の

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
50
（

。
内
容
は
佐
太
大
神
が
佐
太
神
社
の
縁
起
を
語
り
、
神
在
月
の
龍
蛇
出
現
を
見
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
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『
出
雲
国
風
土
記
』
に
由
来
し
た
佐
太
大
神
の
誕
生
を
語
っ
た
り
見
せ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
の
他
に
登
場
す
る
神
は
「
真
切
女
」
の
法
度
命
と
切
女
命
や
、「
恵
比
須
」
に
出
て
く
る
蛭
子
命
で
あ
る
が
、
前
者
は
摂
津
国
に
あ

る
鼓
の
瀧
、
後
者
は
西
宮
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
佐
太
神
社
周
辺
地
域
と
は
関
係
な
く
、
む
し
ろ
畿
内
が
中
心
の
舞
台
と
な
っ
て
い

る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
在
は
廃
絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
も
含
む
、
残
る
演
目
の
う
ち
、「
八
幡
」、「
荒
神
」、「
厳
島
」

の
舞
台
は
近
隣
で
あ
る
が
、「
住
吉
」
は
畿
内
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
能
に
み
え
る
物
語
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、『
日
本
書
紀
』
に
由
来
す
る
神
話
か
、
舞
台
の
中
心
を
畿
内
に
お
い
て
い

る
。
ま
た
、
神
社
の
縁
起
を
語
る
上
で
重
要
な
「
大
社
」
に
お
い
て
も
、
佐
太
大
神
の
出
現
に
重
き
を
置
い
て
い
な
い
。「
大
社
」
で
佐

太
神
社
の
縁
起
を
語
る
の
で
あ
れ
ば
、『
出
雲
国
風
土
記
』
か
ら
の
地
名
説
話
を
採
用
す
る
選
択
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、「
大
社
」
で

採
用
さ
れ
た
縁
起
の
中
身
は
『
佐
陀
大
社
縁
起
』
か
ら
の
も
の
で
、
神
々
だ
け
で
な
く
加
賀
潜
戸
も
黄
金
の
弓
矢
に
つ
い
て
の
話
も
出
て

こ
な
い
。
出
雲
神
話
に
お
い
て
重
要
な
国
引
き
神
話
も
神
能
に
は
見
あ
た
ら
ず
、
国
譲
り
神
話
が
「
武
甕
槌
」
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い

る
。

　

神
能
に
は
出
雲
独
特
の
神
話
の
採
用
が
な
く
、『
日
本
書
紀
』
由
来
の
物
語
が
多
い
こ
と
か
ら
、
神
能
は
あ
る
時
期
を
境
に
こ
の
地
方

へ
も
た
ら
さ
れ
た
（
出
雲
地
方
独
自
の
も
の
で
は
な
い
）
物
語
を
基
準
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
物
語

が
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
学
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
研
究
の
蓄
積
の
あ
る
吉
田
家
か
ら
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
吉
田
家
が
『
日
本
書
紀
』
研
究
に
お
い
て
力
を
発
揮
し
、
天
児
屋
命
の
裔
で
あ
る
と
し
た
こ
と
か
ら
、
吉
田
神
道

は
日
本
書
紀
の
神
話
を
重
要
視
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
結
果
、
神
能
に
出
雲
神
話
は
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
吉
田
神
道
が
各
神
社
へ
の
優
位
性
を
示
し
て
い
た
こ
と
や
、
活
動
拠
点
の
整
備
を
図
り
、
吉
田
家
の
私
的
祭
場
で
あ
っ
た
斎
場
所
を

公
権
に
よ
っ
て
公
的
祭
祀
施
設
と
成
し
た
こ
と
、
畿
内
に
拠
点
を
設
置
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
中
央
集
権
的
な
性
格
な
ど
の
吉
田
家
の
思
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想
が
神
能
の
成
立
に
も
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
、
佐
陀
神
能
を
構
成
す
る
七
座
神
事
・
式
三
番
・
神
能
の
う
ち
、
式
三
番
（
千
歳
、
翁
、
三
番
叟
）
の
持
つ
要
素
と
意
義
を

翁
に
注
目
し
て
み
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
「
翁
」
は
天
下
太
平
・
国
土
豊
穣
を
祈
っ
て
舞
わ
れ
る
、
神
事
芸
能
で
あ
っ
た
。
現
在
の
能
に

お
い
て
も
「
翁
」
を
舞
う
時
に
は
、
別
火
の
習
慣
が
残
り
、
精
進
潔
斎
を
し
て
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。「
翁
」
は
（
話
の
筋
が

あ
る
）
劇
で
は
な
い
芸
能
で
あ
り
、
祝
祷
芸
や
儀
式
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
能
の
「
翁
」
は
千
歳
・
翁
・
三
番
叟
の
順
に

な
っ
て
お
り
、
こ
の
千
歳
・
翁
・
三
番
叟
の
舞
を
「
式
三
番
」
と
い
う
が
、
能
で
は
「
翁
」
が
「
式
三
番
」
を
指
す
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
翁
は
白
色
尉
の
面
を
つ
け
、
三
番
叟
は
黒
色
尉
の
面
を
つ
け
る
。

　

佐
陀
神
能
に
お
い
て
「
翁
」
が
舞
わ
れ
る
の
は
、
祭
が
無
事
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
祝
し
て
舞
わ
れ
る
神
能
の
前
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、「
翁
」
が
持
つ
、
神
聖
さ
や
儀
式
的
な
も
の
、
祝
祷
芸
と
し
て
の
性
格
を
残
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
三
番
叟
は
残
念

な
が
ら
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
あ
る
が
）
51
（

、
三
番
叟
に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
黒
色
尉
面
は
佐
太
神
社
に
伝
わ
っ
て
お
り
、「
式
三

番
」
の
形
式
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）
52
（

。
現
在
の
能
で
の
「
式
三
番
」（「
翁
」）
は
千
歳
・
翁
・
三
番
叟
の
順
で
あ
る
が
、
も

と
も
と
式
三
番
と
は
翁
・
三
番
叟
・
父
尉
と
い
う
三
翁
の
舞
を
指
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
佐
陀
神
能
の
父
尉
の
面
に
つ
い

て
触
れ
て
い
る
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
既
に
父
尉
が
抜
け
た
「
式
三
番
」
の
形
式
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
）
53
（

。

　

ま
た
、「
大
社
」
や
「
八
重
垣
」
な
ど
の
台
詞
劇
は
「
翁
」
の
前
に
演
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
他
の
台
詞
劇
の
前
に
「
翁
」
が

舞
わ
れ
る
こ
と
も
能
の
「
翁
」
と
同
じ
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
能
の
「
翁
」
は
儀
式
的
要
素
が
強
く
、
神
聖
視
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
佐
陀
神
能
に
「
翁
」
の
舞
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

神
社
に
お
い
て
「
神
事
能
」
や
「
能
神
事
」、「
能
奉
納
」
あ
る
い
は
「
翁
奉
納
」
と
呼
ば
れ
、
能
や
翁
が
奉
納
さ
れ
る
こ
と
は
多
い

が
、
神
楽
そ
の
も
の
が
能
や
翁
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
少
な
く
、
こ
れ
が
佐
陀
神
能
を
特
殊
と
し
て
い
る
要
因
で
も
あ
る
）
54
（

。
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「
翁
」
は
神
楽
や
能
に
限
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
も
神
聖
視
さ
れ
、
そ
し
て
物
語
の
な
い
、
純
粋
な
舞
の
み
が
行
わ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。
佐
陀
神
能
に
「
翁
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
翁
」
の
性
格
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
能
を
取
り
入
れ
た
佐
陀
神
能
が
、「
神
能
（
し
ん
の
う
）」
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
能
に
は
「
神
能
（
か
み
の

う
）」
と
い
う
種
類
が
あ
り
、
こ
れ
は
神
を
シ
テ
と
す
る
曲
を
指
す
。
佐
陀
神
能
で
の
「
神
能
」
に
お
い
て
は
、
必
ず
神
が
登
場
す
る
こ

と
を
考
え
て
も
、
能
の
五
番
立
て
の
う
ち
、「
神
能
（
か
み
の
う
）」
の
み
を
採
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
神
社
で
の
奉
納

に
使
う
こ
と
と
神
話
劇
を
上
演
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
）
55
（

。

第
4
章　

明
治
期
以
降
の
佐
陀
神
能

　

明
治
期
に
は
日
本
全
体
に
様
々
な
変
化
が
起
こ
り
、
芸
術
・
芸
能
に
も
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
江
戸
幕
府
の
庇
護

を
失
っ
た
（
猿
楽
）
能
は
、
存
続
の
危
機
に
直
面
し
た
が
、
そ
の
後
、
皇
室
や
新
し
く
華
族
と
な
っ
た
旧
藩
主
、
新
興
の
財
界
人
に
よ
る

保
護
に
よ
り
復
興
さ
れ
た
）
56
（

。
歌
舞
伎
は
卑
俗
で
荒
唐
無
稽
だ
と
さ
れ
、
近
代
国
家
に
見
合
う
高
尚
な
演
劇
に
改
良
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ

た
。
こ
の
改
良
運
動
は
成
功
し
た
と
は
い
い
難
い
が
、
演
劇
の
近
代
化
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
刺
激
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

神
楽
に
つ
い
て
も
、
明
治
期
に
入
り
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
明
治
期
の
神
楽
へ
の
影
響
で
最
も
顕
著
で
あ
っ
た
の
は
、「
神
職
演
舞

禁
止
令
」
と
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
二
月
十
四
日
の
太
政
官
達
に
あ
る
、「
是
迄

心
願
ト
称
シ
猥
ニ
社
頭
ニ
於
テ
神
楽
奉
納
之
儀
自
今
禁
止
之
事
」
）
57
（

を
指
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
全
国
の
神
職
は
神
楽
に
携
わ
っ
て
舞
う
こ

と
や
、
神
が
か
り
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
。「
神
職
演
舞
禁
止
令
」
よ
り
一
年
前
の
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
は
、
松
江
藩
よ
り

「
神
能
演
舞
の
禁
止
令
」
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
、
神
職
が
神
楽
を
舞
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
）
58
（

が
、
神
楽
は
村
落
の
娯
楽
と
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し
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
た
め
、
神
職
で
は
な
く
氏
子
に
よ
る
素
人
神
楽
が
発
達
し
、
神
職
に
よ
る
神
楽
の
方
が
珍
し
く
な
っ
た
）
59
（

。

　

こ
の
よ
う
な
明
治
期
に
お
け
る
神
職
の
神
楽
へ
の
制
限
に
よ
る
影
響
は
大
き
く
、
伝
承
が
途
絶
え
る
こ
と
に
な
っ
た
神
楽
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
佐
陀
神
能
で
も
、
神
職
が
神
楽
の
舞
い
手
か
ら
退
き
、
明
治
期
は
何
と
か
続
け
ら
れ
て
き
た
が
）
60
（

、
大
正
期
に
入
る
と
世
代
が

代
わ
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
保
存
が
難
し
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
氏
子
有
志
に
よ
る
「
佐
太
神
社
古
伝
神
事

保
存
協
会
」
を
結
成
し
、
神
能
部
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
が
現
在
の
「
佐
陀
神
能
保
存
会
」
の
前
身
団
体
で
あ
る
。
佐
陀
神
能
は
有
志
に

よ
る
保
存
会
に
よ
っ
て
存
続
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

佐
陀
神
能
が
そ
の
名
前
に
「
佐
陀
」
を
冠
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
四
月
の
「
第
二
回
全
国
郷
土
舞
踊

民
謡
大
会
に
出
演
す
る
際
」
）
61
（

か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
全
国
郷
土
舞
踊
民
謡
大
会
」
と
は
、
現
在
も
続
い
て
い
る
「
全
国
民
俗
芸

能
大
会
」
の
前
身
的
存
在
で
あ
る
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
で
あ
る
。
こ
の
大
会
へ
出
場
す
る
ま
で
、「
神
能
」
あ
る
い
は
「
能
」
と

称
し
て
い
た
が
、「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
を
契
機
と
し
て
初
め
て
「
佐
陀
神
能
」
の
名
称
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
は
、
日
本
青
年
館
の
建
設
に
伴
う
開
館
式
の
記
念
行
事
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
た
。
全
国
的
に
農
村
の

荒
廃
が
進
行
し
て
い
た
当
時
、
立
て
直
し
を
は
か
る
方
策
と
し
て
、
農
村
を
魅
力
あ
る
所
に
す
る
よ
う
、
娯
楽
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
芸

能
を
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
青
年
団
に
よ
る
郷
土
研
究
が
推
奨
さ
れ
、
芸
能
や
風
俗
習
慣
が
研
究
対
象
と
し
て
注
目
さ

れ
た
。
大
会
が
生
ま
れ
た
状
況
に
は
、
青
年
団
に
よ
る
郷
土
復
興
の
た
め
の
運
動
と
い
う
政
治
的
な
意
味
を
帯
び
て
い
た
）
62
（

。
主
催
者
側
の

研
究
者
に
よ
る
調
査
と
報
告
も
、
重
要
な
大
会
の
役
割
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
出
演
す
る
芸
能
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
と
目
的
で
選
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
開
館
記
念 

郷
土
舞

踊
と
民
謡
』
の
跋
文
に
よ
る
と
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
七
十
余
り
の
応
募
の
中
か
ら
選
出
す
る
際
に
は
、「
成
る
べ
く
由
緒
の
古
い
、
郷

土
色
の
濃
厚
な
も
の
で
、
豊
か
な
藝
術
味
が
あ
り
、
而
も
本
館
の
舞
臺
に
演
出
さ
れ
得
る
や
う
な
も
の
」
と
い
う
基
準
が
あ
っ
た
）
63
（

。
集
め
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ら
れ
た
芸
能
は
、
似
た
よ
う
な
種
類
に
な
ら
ず
、
全
国
各
府
県
か
ら
広
域
的
に
選
定
す
る
よ
う
に
選
考
さ
れ
た
。
主
催
者
か
ら
の
全
国
の

府
県
長
当
局
に
対
し
て
の
芸
能
の
報
告
依
頼
も
、
同
様
の
基
準
に
依
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
全
国
各
地
に
ど
の
よ
う
な
芸

能
が
ど
れ
だ
け
存
在
し
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
と
、
地
方
に
埋
も
れ
て
い
た
郷
土
色
の
濃
厚
な
舞
踊
や
民
謡
を
発
掘
し
、
全
国
に

紹
介
す
る
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
に
選
ば
れ
た
出
演
者
は
出
演
を
名
誉
な
こ
と
と
考
え
、
郷
土
の
代
表
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
、
立
派
な
舞
台
に
す
る
と
い

う
意
気
込
み
を
持
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
様
々
な
趣
向
を
凝
ら
し
て
、
晴
れ
の
舞
台
に
臨
ん
だ
。
様
々
な
凝
っ
た
趣
向
で
、
芸
能
は
舞
台
用

に
「
演
出
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
主
催
者
側
の
柳
田
國
男
は
郷
土
舞
踊
や
民
謡
を
、
素
人
が
行
う
素
朴
で
田
舎
風
な
も
の
と
考
え

て
い
た
の
で
、
出
演
し
た
芸
能
が
技
巧
に
走
っ
た
り
、
演
芸
風
・
都
会
風
だ
っ
た
り
す
る
と
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
。
ま
た
、
新
調
し
た

衣
装
や
派
手
な
衣
装
に
不
快
感
を
示
し
、
禁
止
の
指
示
を
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
同
じ
主
催
者
側
の
小
寺
融
吉
は
、
こ
の
種
の
芸
能
は

郷
土
を
離
れ
て
舞
台
上
で
再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
て
お
り
、
ほ
か
の
芸
能
と
の
比
較
や
芸
能
そ
の
も
の
に
あ
る
郷
土
色
な
ど
、

あ
る
特
殊
な
お
も
し
ろ
さ
を
狙
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
お
も
し
ろ
さ
が
舞
台
上
に
現
れ
る
よ
う
に
、
適
宜
ア
レ
ン
ジ
す
る
と
い
う
の
が
、

「
演
出
」
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
主
催
者
側
と
演
者
の
間
に
は
「
演
出
」
の
齟
齬
が
あ
り
、
主
催
者
に
よ

る
会
の
意
義
が
演
者
側
に
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

観
覧
し
た
研
究
者
の
間
で
も
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
。
郷
土
舞
踊
や
民
謡
は
、
純
粋
で
素
朴
か
つ
田
舎
風
で
、
昔
か
ら
の
や
り
方
を
無

闇
に
変
え
趣
向
を
凝
ら
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
）
64
（

が
あ
る
一
方
で
、
一
度
舞
台
に
出
て
し
ま
え
ば
あ
る
意
味
芸
術
化
し
、
変
化
し
て

い
く
こ
と
を
認
識
し
肯
定
す
る
意
見
も
あ
っ
た
）
65
（

。
情
緒
的
と
い
え
る
反
応
で
あ
っ
た
。
郷
土
舞
踊
や
民
謡
に
つ
い
て
、
研
究
資
料
と
し
て

の
価
値
を
認
め
な
が
ら
も
、
芸
術
的
・
技
術
的
な
面
で
質
が
低
い
と
い
う
意
見
）
66
（

も
あ
っ
た
。

　

研
究
者
以
外
の
観
客
は
東
京
在
住
の
同
郷
の
人
と
そ
の
よ
う
な
関
係
の
な
い
人
に
わ
け
ら
れ
る
。
前
者
は
郷
土
意
識
で
つ
な
が
っ
て
お
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り
、
無
条
件
に
盛
大
な
声
援
を
送
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
郷
土
の
人
々
の
期
待
と
東
京
在
住
の
郷
土
出
身
者
達
の
熱
狂
が
あ
り
、
特
に
東

京
在
住
の
郷
土
出
身
者
達
の
ほ
か
の
地
方
に
対
す
る
競
争
意
識
は
出
演
者
よ
り
も
強
か
っ
た
と
い
う
。
ど
れ
だ
け
好
評
を
博
す
る
か
が
最

も
重
要
視
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
様
々
な
こ
と
を
試
み
る
こ
と
が
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
っ
た
。
一
方
で
一
般
の
観
客
は
醒
め
た
反
応
を
示

し
、
舞
台
が
お
も
し
ろ
い
か
つ
ま
ら
な
い
か
の
み
に
よ
っ
て
、
そ
の
芸
能
を
評
価
し
て
い
た
）
67
（

。

　

佐
陀
神
能
は
こ
の
会
の
第
二
回
に
出
演
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）

年
に
出
た
『
島
根
評
論
』
誌
か
ら
、
観
劇
し
た
専
門
家
か
ら
の
寄
稿
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
）
68
（

。

　

松
江
市
生
ま
れ
の
演
劇
評
論
家
で
あ
り
劇
作
家
で
も
あ
る
伊
原
青
々
園
は
、
神
能
が
能
に
似
て
い
る
以
外
に
も
、
支
那
劇
に
も
似
て
い

る
部
分
が
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
日
本
海
岸
へ
漂
着
し
た
大
陸
の
人
か
ら
着
想
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
）
69
（

。
楊
月
樓
一

座
の
劇
を
観
た
と
回
想
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
支
那
劇
と
は
京
劇
を
指
す
と
考
え
る
。
現
在
の
形
で
の
佐
陀
神
能
の
成
立
が
慶
長
年

間
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
則
れ
ば
、
京
劇
の
成
立
年
代
の
方
が
遅
く
な
る
た
め
、
上
記
の
仮
説
に
は
合
致
し
な
い
。
し
か
し
、
佐
太
神
社

に
は
、
佐
陀
神
能
の
形
式
（
七
座
・
式
三
番
・
神
能
）
に
含
ま
れ
な
い
、
剣
で
諸
悪
厄
災
を
斬
り
祓
う
「
悪あ
く

切ぎ
り

」
と
い
う
舞
が
伝
承
さ
れ

て
お
り
、
神
事
と
し
て
周
辺
の
神
社
で
も
舞
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
当
時
の
上
演
に
「
悪
切
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、

支
那
劇
の
武
具
を
手
に
持
っ
て
悪
を
払
う
動
作
に
注
目
し
て
い
る
点
は
、
何
ら
か
の
共
通
項
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

神
道
学
者
の
加
藤
玄
智
は
、
十
分
洗
練
さ
れ
た
上
品
な
神
能
だ
け
で
な
く
、「
公
の
秩
序
善
良
の
風
俗
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
」
も

黙
殺
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
）
70
（

。

　

審
査
顧
問
で
も
あ
っ
た
柳
田
國
男
は
忙
し
い
現
代
、
時
間
の
な
い
東
京
で
は
、
繰
り
返
し
の
舞
を
短
く
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
お
り
）
71
（

、

こ
の
指
摘
は
、
佐
陀
神
能
の
舞
い
手
が
大
舞
台
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
過
度
な
変
更
を
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
か
、
地
元
の
声
援
に
応
え
る

た
め
に
あ
え
て
繰
り
返
し
た
の
か
が
不
明
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
悩
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
能
楽
師
な
ら
ば
型
に
は
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ま
る
と
こ
ろ
を
青
年
が
仕
事
の
余
暇
に
習
得
し
た
と
こ
ろ
に
興
味
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

　

次
に
同
じ
審
査
顧
問
の
高
野
辰
之
に
よ
る
評
で
は
、
神
能
を
猿
楽
の
能
を
真
似
た
も
の
で
、
能
と
里
神
楽
の
中
間
に
位
置
す
る
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
室
町
時
代
末
の
能
は
大
正
期
現
在
で
の
能
の
よ
う
に
技
巧
の
極
致
に
到
達
し
た
も
の
で
は
な
く
、
伸
縮
が
許
容
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
七
座
神
事
に
も
注
目
し
、
茣
蓙
舞
の
よ
う
に
土
地
の
名
産
を
神
前
に
捧
げ
て
舞
う
姿
を
、
朝
廷
の
神

楽
で
の
採
物
の
舞
と
重
ね
あ
わ
せ
、「
古
體
が
保
存
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
」
と
し
て
い
る
点
は
重
要
な
着
眼
点
で
あ
る
）
72
（

。

　

謡
曲
界
編
輯
主
任
と
あ
る
西
村
紫
明
は
、
衣
装
は
能
で
は
な
く
舞
楽
に
近
く
、
楽
器
に
お
い
て
も
、
佐
陀
神
能
に
特
徴
的
な
大
太
鼓
の

鼕
）
73
（

や
手
拍
子
と
い
う
銅
拍
子
を
例
に
挙
げ
、
能
よ
り
も
能
の
前
身
で
あ
る
延
年
舞
や
伎
楽
、
田
楽
か
ら
の
影
響
と
考
え
て
い
る
。
謡
の
文

章
も
能
に
似
て
い
る
が
、
幸
若
節
や
万
歳
節
の
よ
う
で
あ
る
と
し
、
足
の
運
び
も
舞
楽
や
田
楽
で
あ
り
、
伎
楽
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
し
て
い
る
。
特
に
七
座
神
事
は
能
の
舞
で
は
な
く
舞
楽
の
舞
で
あ
り
、
純
正
神
楽
の
舞
で
、
い
わ
ゆ
る
里
神
楽
で
は
な
い
と
み
て

い
る
。
神
能
に
関
し
て
は
能
が
か
り
で
は
あ
っ
た
が
、
扮
装
や
翁
の
面
を
含
む
面
は
能
の
も
の
で
は
な
く
、
全
体
的
に
風
流
と
い
う
方
が

良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
）
74
（

。

　

佐
陀
神
能
団
講
師
の
宮
川
秀
理
）
75
（

は
、
維
新
前
ま
で
は
盛
ん
だ
っ
た
佐
陀
神
能
も
徐
々
に
衰
微
し
て
お
り
、
こ
の
出
演
に
あ
た
っ
て
は
伝

習
の
必
要
が
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
）
76
（

。

　

以
上
が
全
寄
稿
で
あ
る
が
、
各
人
が
能
か
ら
の
影
響
や
関
連
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
注
意
し
た
い
の
は
純
粋
な
能
に

よ
る
影
響
だ
け
で
な
く
、
七
座
神
事
の
採
物
舞
や
、
土
地
の
名
産
を
神
に
捧
げ
る
行
為
に
神
楽
の
原
点
を
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

佐
太
村
靑
年
團
は
、「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
に
出
演
し
た
後
で
、
在
京
の
島
根
出
身
者
に
み
せ
る
べ
く
、
九
段
能
楽
堂
に
お
い
て

も
佐
陀
神
能
を
上
演
し
た
。
来
場
者
は
八
百
名
を
超
え
、
ほ
ぼ
満
員
で
あ
り
、「
過
般
の
若
槻
首
相
就
任
祝
賀
會
以
上
の
盛
會
」
で
あ
っ

た
と
い
う
。
会
は
熱
狂
し
て
お
り
、「
演
技
白
熱
化
し
全
く
靑
年
の
餘
技
と
は
見
ら
れ
ざ
る
妙
域
」「
拍
手
喝
采
ひ
つ
き
り
な
し
に
起
り
、
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流
石
九
段
の
大
能
楽
堂
も
搖
が
ん
ば
か
り
」
）
77
（

な
ど
、
そ
の
興
奮
ぶ
り
を
伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
の
出
演
後
と
は
い
え
、
演
者
、
観
客
、
関
係
者
全
体
が
盛
り
上
が
り
を
み
せ
て
お
り
、「
郷

土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
で
の
熱
狂
も
予
想
さ
れ
る
。
郷
土
を
代
表
し
て
参
加
す
る
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
、
全
国
の
各
種
芸
能
と
の
比
較

の
た
め
に
、
そ
の
名
称
は
「
神
能
」
だ
け
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
郷
土
を
代
表
す
る
と
い
う
気
持
ち
の
も
と
、

佐
陀
庄
と
い
う
土
地
と
神
社
の
名
を
表
す
「
佐
陀
」
を
つ
け
「
佐
陀
神
能
」
と
な
り
、
現
在
ま
で
そ
の
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

全
国
の
芸
能
が
集
ま
る
場
所
で
の
発
表
に
向
け
て
、
名
前
を
「
佐
陀
神
能
」
と
称
し
た
こ
と
で
、「
郷
土
の
芸
能
」
と
し
て
意
味
づ
け

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
佐
陀
神
能
」
と
名
付
け
た
こ
と
は
、
慶
長
期
の
変
化
と
あ
わ
せ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
変
化
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ま
で
儀
式
舞
が
主
体
で
あ
っ
た
「
佐
太
神
社
の
神
楽
」
は
、
慶
長
期
に
能
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
以
降
は
「
能
」

や
「
神
能
」
な
ど
と
称
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
佐
太
神
社
へ
周
辺
の
神
社
か
ら
神
主
が
集
ま
り
、
佐
太
神
社
で
舞
わ
れ
て
い

た
形
式
を
覚
え
持
ち
帰
っ
た
た
め
、
近
隣
の
大
原
郡
や
飯
石
郡
で
も
「
能
」
と
呼
ば
れ
る
神
事
は
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら

を
区
別
す
る
た
め
に
、「
佐
陀
能
」
や
「
大
原
能
」、「
飯
石
能
」
と
い
う
呼
称
を
使
う
こ
と
は
あ
っ
た
）
78
（

が
、
佐
太
神
社
を
中
心
と
す
る
島

根
県
北
東
部
の
地
域
に
限
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
「
能
」
に
自
ら
の
地
名
を
表
す
「
佐
陀
」
の
文
字
を
つ
け
た
大

き
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
、「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
へ
の
参
加
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
佐
陀
神
能
は
、
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年
四
月
に
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
「
選
定
」
に
加
え
ら
れ
た
。
文
化
財
保
護
法

は
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
八
月
二
十
九
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
か
な
り
早
い
段
階
で
候
補
に
あ
が
っ
て
い
た
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
昭
和
三
十
六
（
一
九
六
一
）
年
六
月
に
島
根
県
無
形
民
俗
文
化
財
指
定
さ
れ
、
昭
和
四
十
五
（
一
九
七
〇
）
年

六
月
に
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
「
記
録
作
成
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
」
に
選
ば
れ
、
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
五
月
に
重

要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
十
一
月
二
十
八
日
に
は
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
リ
ス
ト
に
登
録
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さ
れ
た
。
し
か
し
、
民
俗
芸
能
を
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
）
79
（

。

　

管
見
の
限
り
で
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
二
〇
一
一
年
の
翌

年
、
二
〇
一
二
年
か
ら
「
佐
陀
神
能 

特
別
公
開
」
と
い
う
名
目
で
毎
年
「
定
期
公
演
」

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
表
１
）。
佐
陀
神
能
は
佐
太
神
社
だ
け
で
な
く
、
周
辺
の

神
社
で
も
舞
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
秋
祭
り
の
時
期
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

「
定
期
公
演
」
は
そ
れ
と
は
別
に
行
わ
れ
て
お
り
、
集
客
を
し
、
神
社
の
境
内
に
お
い
て

「
公
演
」
を
す
る
。
時
期
も
五
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
月
一
回
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動

き
は
、
神
事
と
し
て
の
佐
陀
神
能
だ
け
で
な
く
、
純
粋
に
演
奏
や
舞
を
披
露
す
る
必
要

と
、
公
演
を
楽
し
み
に
待
つ
観
客
の
需
要
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
例
祭
や
神
社
以

外
な
ど
で
上
演
回
数
が
増
え
る
こ
と
は
、
練
習
回
数
を
増
や
し
、
演
者
や
演
目
の
質
が
上

が
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
佐
陀
神
能
の
持
続
可
能
性
を
高
め
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
神
楽
を
神
事
と
切
り
離
し
て
楽
し
む
動
き
は
近
年
盛
ん
で
あ
り
、
特
に
石

見
神
楽
の
公
演
は
有
名
）
80
（

で
あ
る
。
佐
陀
神
能
も
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
」
へ
の
参
加
や
ユ
ネ

ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
登
録
な
ど
に
よ
り
、
観
ら
れ
る
芸
能
と
し
て
の
側
面
が
表
れ
た
と

い
え
る
。
だ
が
、
佐
陀
神
能
が
本
来
舞
わ
れ
る
場
で
あ
る
御
座
替
祭
を
な
い
が
し
ろ
に
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）
年
か
ら
は
「
定
期
公
演
」
の
八
月

と
九
月
を
休
演
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
御
座
替
祭
に
合
わ
せ
た
動
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

表1　2012年以降の佐陀神能「定期公演」の日程と演目 

2012年 七座 神能 2013年 七座 神能 2014年 七座 神能 2015年 七座 神能
5月5日 手草 八重垣 5月4日 剣舞 八重垣 5月10日 剣舞 八重垣 5月9日 剣舞 日本武
6月2日 剣舞 武甕槌 6月1日 手草 武甕槌 6月7日 手草 武甕槌 6月6日 手草 八重垣
7月7日 清目 日本武 7月6日 清目 日本武 7月5日 清目 日本武 7月4日 清目 武甕槌
8月4日 手草 真切目 8月休演 8月休演 8月休演
9月1日 御座 大社 9月休演 9月休演 9月休演

10月6日 清目 日本武 10月5日 御座 大社 10月4日 御座 大社 10月3日 御座 大社
II月3日 剣舞 八重垣 11月9日 剣舞 八重垣 11月8日 八乙女 八重垣 11月7日 散供 八重垣

・すべて土曜日20:00～21:00、会場は佐太神社境内「舞殿」。
・各会100名まで（予約制）、個人1,200円（中学生以下無料）、団体1,000円（20名以上）。
・水の都松江 松江観光協会 公式サイト（URL:http://www.kankou-matsue.jp/index.html）および公
演チラシをもとに作成。
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る
。
現
在
の
佐
陀
神
能
に
は
、
も
と
も
と
祭
の
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
例
祭
を
地
元
の
人
々
と
行
う
側
面
が
あ
る
一
方

で
、
神
社
以
外
で
の
公
演
を
通
し
て
芸
能
と
し
て
楽
し
ま
せ
る
面
も
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

現
在
、
佐
陀
神
能
の
担
い
手
は
佐
陀
神
能
保
存
会
で
あ
り
、
そ
の
維
持
と
継
承
に
努
め
て
い
る
。
そ
の
前
身
は
佐
太
神
社
古
伝
神
事
保

存
協
会
と
い
う
団
体
の
中
の
神
能
部
で
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
氏
子
有
志
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
伝
承
を
担
っ
て
い
た
）
81
（

。
そ
れ
以

前
ま
で
は
神
職
に
よ
っ
て
奉
仕
さ
れ
て
き
た
が
、
明
治
期
の
神
職
に
よ
る
演
舞
の
禁
止
に
よ
り
継
承
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来

す
る
。
現
在
で
は
神
職
に
よ
る
神
楽
の
演
舞
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
が
、
民
間
か
ら
の
募
集
も
受
け
付
け
て
お
り
、
携
わ
る
人
の
数
の
神

職
と
神
職
で
な
い
者
は
半
々
で
あ
る
と
い
う
）
82
（

。
担
い
手
も
様
々
な
要
因
に
よ
り
常
に
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

　

神
楽
を
芸
能
と
し
て
位
置
づ
け
て
良
い
か
ど
う
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
お
よ
び
後

継
の
「
郷
土
芸
能
大
会
（
民
俗
芸
能
大
会
）」
に
神
楽
が
出
演
し
て
い
る
事
も
含
め
、
芸
能
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
無
形
で
あ
る
芸
能
は
、
担
い
手
も
含
め
様
々
な
外
的
・
内
的
要
因
に
よ
っ
て
変
化
を
続
け
て
き
た
。
形
が
残
せ
る
も
の
で
は
な

い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
変
化
は
当
然
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
程
度
の
型
が
決
ま
っ
て
は
い
る
が
、
佐
陀
神
能
も
時
代
と
と
も
に
変
化
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
事
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
な
が
ら
も
「
定
期
公
演
」
を
行
っ
て
い
る
の
も
変
化
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
佐
陀
神

能
の
芸
能
と
し
て
の
側
面
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

佐
陀
神
能
は
慶
長
期
に
能
を
受
容
し
、
神
能
を
創
っ
た
当
時
と
し
て
は
、
画
期
的
な
神
楽
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
に
も
儀
礼
部

分
が
徐
々
に
歌
舞
と
し
て
認
識
さ
れ
る
な
ど
、
芸
能
化
し
た
部
分
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
能
を
取
り
入
れ
て
神
能
を
創
作
し
た
時
期
に
、
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神
事
の
面
と
芸
能
の
面
が
分
か
れ
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
事
が
滞
り
な
く
進
ん
だ
こ
と
を
祝
う
た
め
に
、
ま
た
楽
し
み
の
た

め
に
、
神
能
が
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
神
事
で
あ
り
つ
つ
神
法
楽
で
あ
る
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

大
正
期
の
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
へ
の
出
演
に
よ
り
、
見
せ
る
た
め
の
舞
台
と
演
出
が
加
わ
っ
た
こ
と
は
、
芸
能
と
し
て
の
佐
陀

神
能
の
上
演
機
会
を
増
や
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
え
る
）
83
（

。
こ
れ
ま
で
神
事
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
「
能
神
事
」
は
、
郷
土
舞
踊
（
郷

土
芸
能
）
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
、「
佐
陀
神
能
」
と
い
う
神
事
と
芸
能
の
両
面
を
強
く
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
神
社

外
で
の
上
演
に
よ
り
、
外
部
か
ら
の
注
目
と
内
部
か
ら
の
期
待
の
両
者
の
ま
な
ざ
し
へ
の
意
識
は
、
神
事
と
芸
能
と
い
う
二
つ
の
性
格
を

持
つ
き
っ
か
け
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
佐
陀
神
能
は
文
化
遺
産
登
録
を
受
け
、「
定
期
公
演
」
を
行
う
こ
と
で
み
せ
る
芸
の
一
面

が
出
る
な
ど
の
変
化
も
し
て
い
る
。

　

佐
太
神
社
で
は
七
座
・
式
三
番
・
神
能
の
い
ず
れ
も
「
神
楽
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
な
く
、
現
在
で
も
佐
陀
神
能
を
指
す
時
は
、「
神

楽
」
で
は
な
く
「
能
」
や
「
お
能
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
。「
神
楽
」
と
い
う
こ
と
ば
が
指
す
対
象
を
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
神
楽
」
と
は
何
か
。
神
に
捧
げ
る
歌
舞
、
祭
に
登
場
す
る
芸
能
の
総
称
だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。「
神
楽
」
と

い
う
名
称
に
つ
い
て
改
め
て
調
べ
、
考
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

﹇
注
﹈

（
1
） 

住
吉
、
荒
神
、
厳
島
は
現
在
、
継
承
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
絶
演
目
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
） 

書
き
下
し
文
は
、
秋
本
吉
郎
校
注『
日
本
古
典
文
学
大
系
二 

風
土
記
』岩
波
書
店 

一
九
五
八
年 

一
二
七
頁
に
よ
る
。

（
3
） 

書
き
下
し
文
は
、
同
上『
日
本
古
典
文
学
大
系
二 

風
土
記
』一
四
九
頁
に
よ
る
。
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（
4
） 

佐
太
大
神
の
母
親
で
あ
る
支
佐
加
比
賣
命
は
加
賀
神
社
の
主
祭
神
と
な
っ
て
い
る
。

（
5
） 

佐
太
大
神
以
外
の「
大
神
」は
、
所
あ
め
の
し
た
つ
く
ら
し
し
お
お
か
み

造
天
下
大
神
、
熊
野
大
神
、
野の

城ぎ

大
神
で
あ
る
。

（
6
） 
関
和
彦「
佐
太
神
社
と
そ
の
周
辺
」鹿
島
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
編『
重
要
文
化
財 

佐
太
神
社
―
佐
太
神
社
の
総
合
的
研
究
―
』鹿
島
町
立
歴
史
民

俗
資
料
館 

一
九
九
七
年 

二
―
三
頁
、
に
よ
る
と
、「
サ
ダ
」あ
る
い
は「
サ
タ
」と
い
う
地
名
は
こ
の
地
域
以
外
に
も
み
ら
れ
、
共
通
し
て「
サ
ダ
・

サ
タ
」は
岬
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
り
、「
サ
ダ
」は
加
賀
の
潜
戸
の
加
賀
鼻
と
呼
ば
れ
る
岬
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

（
7
） 「
解
説
三
四 
佐
太
大
神
の
信
仰
圏
」島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
編『
解
説 

出
雲
国
風
土
記
』今
井
出
版 

二
〇
一
四
年 

七
七
頁
。

（
8
） 

千
家
尊
統『
出
雲
大
社
』学
生
社 

一
九
九
八
年
第
二
版 

一
〇
〇
頁（
一
九
六
八
年 

第
一
版
）。

（
9
） 

佐
太
神
社
の
年
間
行
事
に
つ
い
て
は
、
佐
太
神
社
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：http://sadajinjya.jp/

（
二
〇
一
六
年
八
月
三
十
一
日
閲
覧
）や
酒
井
董

美「
佐
陀
宮
内
地
区
の
年
中
行
事
」鹿
島
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
編『
重
要
文
化
財 

佐
太
神
社
―
佐
太
神
社
の
総
合
的
研
究
―
』鹿
島
町
立
歴
史
民

俗
資
料
館 

一
九
九
七
年 
七
三
―
九
六
頁
に
詳
し
い
。

（
10
） 

石
塚
尊
俊『
西
日
本
諸
神
楽
の
研
究
』慶
友
社 

一
九
七
九
年 

一
九
二
頁
、
勝
部
月
子『
出
雲
神
楽
の
世
界
―
神
事
舞
の
形
成
―
』慶
友
社 

二
〇
〇
九

年 

七
―
十
頁
。

（
11
） 

朝
山
芳
囶「
佐
太
神
社
の
祭
祀
」鹿
島
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
編『
重
要
文
化
財 

佐
太
神
社
―
佐
太
神
社
の
総
合
的
研
究
―
』鹿
島
町
立
歴
史
民
俗

資
料
館 

一
九
九
七
年 

六
五
頁
、
佐
太
神
社
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：http://sadajinjya.jp/

（
二
〇
一
六
年
八
月
三
十
一
日
閲
覧
）。

（
12
） 

一
五
三
段「
い
や
し
げ
な
る
も
の
」の
ひ
と
つ
に「
ま
こ
と
の
出
雲
莚
の
畳
」と
あ
る
。

（
13
） 

二
〇
一
四
年
・
佐
太
神
社
で
の
御
座
替
神
事
の
際
の
岸
悟
禰
宜
の
説
明
に
よ
る
。

（
14
） 

石
塚
尊
俊「
十
一 

年
中
行
事
」『
日
本
の
民
俗 

島
根
』第
一
法
規
出
版 

一
九
七
三
年 

二
三
九
―
二
四
〇
頁
。

（
15
） 

神
在
祭
に
限
ら
ず
、
雨
風
が
強
い
天
候
の
日
に
は
、
神
々
が
来
ら
れ
る
と
い
う
考
え
が
浸
透
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
16
） 

セ
グ
ロ
ウ
ミ
ヘ
ビ
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
17
） 「
竜
蛇
」の
標
記
も
あ
る
が
、
煩
雑
さ
を
さ
け
る
た
め
、
本
論
文
で
は「
龍
蛇
」に
統
一
し
た
。

（
18
） 

品
川
知
彦「
神
々
が
集
う 

出
雲
の
神
在
祭
」千
家
和
比
古
・
松
本
岩
雄
編『
出
雲
大
社 

日
本
の
神
祭
り
の
源
流
』柊
風
舎 

二
〇
一
三
年 

一
六
三
―

一
六
五
頁
。
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（
19
） 

朝
山
晧『
古
代
文
化
叢
書
六 

風
土
記
・
神
・
祭
り 

Ⅲ　

出
雲
の
神
信
仰
と
祭
り
』島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー 

二
〇
〇
〇
年 

三
一
七
―
三
二
九
頁

（
初
出
一
九
五
三
年
）、
上
田
常
一『
山
陰
特
有
の
民
俗 

竜
蛇
さ
ん
の
す
べ
て
』園
山
書
店 

一
九
七
九
年 

七
三
―
七
八
頁
。

（
20
） 

坂
江
渉「
播
磨
国
風
土
記
の
民
間
神
話
か
ら
み
た
地
域
祭
祀
の
諸
相
」武
田
佐
知
子
編『
交
錯
す
る
知
―
衣
装
・
信
仰
・
女
性
―
』思
文
閣 

二
〇
一

四
年 

三
五
四
―
三
五
五
頁
。

（
21
） 
朝
山
晧『
古
代
文
化
叢
書
六 

風
土
記
・
神
・
祭
り 

Ⅲ 

出
雲
の
神
信
仰
と
祭
り
』島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー 

二
〇
〇
〇
年 

三
八
五
頁（
初
出
一
九

三
一
年
）。

（
22
） 

芦
田
耕
一「
佐
太
神
社
縁
起
の
翻
刻
」鹿
島
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
編『
重
要
文
化
財 

佐
太
神
社
―
佐
太
神
社
の
総
合
的
研
究
―
』鹿
島
町
立
歴
史

民
俗
資
料
館 
一
九
九
七
年 

四
二
二
―
四
二
七
頁
。

（
23
） 

銅
拍
子
の
こ
と
を
指
す
。

（
24
） 

石
塚
尊
俊『
西
日
本
諸
神
楽
の
研
究
』慶
友
社 

一
九
七
九
年 

四
〇
七
―
四
一
〇
頁
。

（
25
） 

石
塚
尊
俊『
西
日
本
諸
神
楽
の
研
究
』慶
友
社 

一
九
七
九
年 

四
二
四
―
四
二
五
頁
。

（
26
） 

石
塚
尊
俊『
西
日
本
諸
神
楽
の
研
究
』慶
友
社 

一
九
七
九
年 

四
五
三
頁
。

（
27
） 

勝
部
月
子『
出
雲
神
楽
の
世
界
―
神
事
舞
の
形
成
―
』慶
友
社 

二
〇
〇
九
年 

二
八
―
二
九
頁
。

（
28
） 

清
水
眞
三
郎「
神
能
の
由
来
」『
島
根
縣
神
職
會
要
報
第
三
十
三
号
』一
九
一
四
年（『
旧
島
根
県
史
編
纂
資
料 

近
世
筆
写
編 

二
五
〇
』所
収「
一
二 

神
能
の
由
来
一
―
九
―
五
」よ
り
）、
後
藤
藏
四
郎「
出
雲
神
楽
能
」（
稿
本
）年
不
詳 

島
根
県
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
蔵
、
西
角
井
正
慶『
神
楽
研

究
』壬
生
書
院 

一
九
三
四
年 

二
九
三
―
二
九
五
頁
、
朝
山
晧『
古
代
文
化
叢
書
六 

風
土
記
・
神
・
祭
り 

Ⅲ 

出
雲
の
神
信
仰
と
祭
り
』島
根
県
古
代

文
化
セ
ン
タ
ー 

二
〇
〇
〇
年 

四
〇
六
頁（
初
出
一
九
三
八
年
）、
本
田
安
次『
本
田
安
次
著
作
集 

日
本
の
傳
統
藝
能 

第
二
巻 

神
楽
Ⅱ
』錦
正
社 

一

九
九
三
年 

一
一
一
―
一
一
四
頁（
初
出
一
九
八
一
年
）、
石
塚
尊
俊『
西
日
本
諸
神
楽
の
研
究
』慶
友
社 

一
九
七
九
年 

三
七
六
―
三
七
九
頁
な
ど
。

（
29
） 

清
水
眞
三
郎「
神
能
の
由
来
」『
島
根
縣
神
職
會
要
報
第
三
十
三
号
』一
九
一
四
年（『
旧
島
根
県
史
編
纂
資
料 

近
世
筆
写
編 

二
五
〇
』所
収「
一
二 

神
能
の
由
来
一
―
九
―
五
」よ
り
）、
後
藤
藏
四
郎「
出
雲
神
楽
能
」（
稿
本
）年
不
詳 

島
根
県
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
蔵
、
朝
山
晧『
古
代
文
化
叢

書
六 

風
土
記
・
神
・
祭
り 

Ⅲ 

出
雲
の
神
信
仰
と
祭
り
』島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー 

二
〇
〇
〇
年
な
ど
。

（
30
） 

朝
山
晧『
古
代
文
化
叢
書
六 

風
土
記
・
神
・
祭
り 

Ⅲ 

出
雲
の
神
信
仰
と
祭
り
』島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー 

二
〇
〇
〇
年 

三
八
五
頁（
初
出
一
九
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三
一
年
）。

（
31
） 

井
上
智
勝『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
七
年 

二
六
―
四
四
頁
。

（
32
） 
岡
田
精
司『
京
の
社 

―
神
と
仏
の
千
三
百
年
―
』塙
書
房 

二
〇
〇
〇
年 

一
九
五
―
一
九
七
頁
。

（
33
） 
井
上
智
勝『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
七
年 

五
一
―
五
七
頁
。

（
34
） 

井
上
智
勝『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
七
年 

五
七
頁
。

（
35
） 

佐
太
神
社
が
出
雲
大
社
と
そ
の
支
配
を
巡
っ
た
際
は
、
吉
田
家
に
よ
る
佐
太
神
社
へ
の
支
援
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
さ
れ
る（
西
岡
和
彦『
近

世
出
雲
大
社
の
基
礎
的
研
究
』原
書
房 

二
〇
〇
四
年 

二
六
―
二
七
頁
））。

（
36
） 

井
上
智
勝『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
七
年 

五
八
―
五
九
頁
。

（
37
） 

萩
原
龍
夫『
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究
』吉
川
弘
文
館 

一
九
六
二
年 

六
八
〇
―
六
九
三
頁
。

（
38
） 

天
野
文
雄「
吉
田
家
に
よ
る『
翁
の
大
事
』伝
授
の
実
態 

―
天
理
図
書
館
吉
田
分
古
資
料
を
中
心
に
―
」『
藝
能
史
研
究
』第
一
一
六
号 

藝
能
史
研
究

會 

一
九
九
二
年 

一
―
二
四
頁
。

（
39
） 

萩
原
龍
夫『
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究
』吉
川
弘
文
館 

一
九
六
二
年 

六
五
九
―
六
六
二
頁
に
よ
る
と
、
吉
田
兼
右
は
、
地
方
へ
長
期
の
旅
行
を
行
い
、

地
方
の
有
力
者
や
地
方
神
社
と
よ
く
交
際
し
、
翁
の
詞
章
や
舞
の
動
き
を
神
道
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
極
秘
に
相
伝
し
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。

（
40
） 

天
野
文
雄『
能
に
憑
か
れ
た
権
力
者
』講
談
社 
一
九
九
七
年 

一
三
四
―
一
五
二
頁
。

（
41
） 

結
崎
座
は
観
世
座（
観
世
流
）、
坂
戸
座
は
金
剛
座（
金
剛
流
）、
外
山
座
は
宝
生
座（
宝
生
流
）、
円
満
井
座
は
金
春
座（
金
春
流
）に
繋
が
る
。

（
42
） 

森
末
義
彰「
能
の
保
護
者
」野
上
豊
一
郎
編『
綜
合
新
訂
版 
能
樂
全
書 

第
二
巻
』東
京
創
元
社 

一
九
八
一
年 

二
一
一
―
二
二
六
頁
、
天
野
文
雄『
能

に
憑
か
れ
た
権
力
者
』講
談
社 

一
九
九
七
年 

二
二
六
―
二
三
一
頁
。

（
43
） 

野
々
村
戒
三「
能
の
地
方
的
分
布
と
そ
の
情
勢
」野
上
豊
一
郎
編『
綜
合
新
訂
版
能
樂
全
書 

第
二
巻
』東
京
創
元
社 

一
九
八
一
年 

一
八
三
―
一
八
五

頁
。

（
44
） 

森
末
義
彰「
能
の
保
護
者
」野
上
豊
一
郎
編『
綜
合
新
訂
版 

能
樂
全
書 
第
二
巻
』東
京
創
元
社 

一
九
八
一
年 

二
二
六
―
二
三
五
頁
。
ち
な
み
に
、

徳
川
家
康
が
特
に
保
護
し
た
観
世
座
以
外
の
三
座
に
よ
る
興
福
寺
修
二
会
や
春
日
若
宮
の
御
祭
で
の
三
人
翁
立
合
の
様
式
を
取
り
入
れ
た
も
の

が
、
奈
良
豆
比
古
神
社
の
三
人
の
翁
に
よ
る
翁
舞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
真
偽
は
別
と
し
て
、
出
雲
阿
国
が「
か
ぶ
き
踊
」
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を
始
め
た
慶
長
八（
一
六
〇
三
）年
が
歌
舞
伎
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
。
歌
舞
伎
踊
の
誕
生
は
近
世
の
開
始
を
象
徴
す
る
と
い
う
意
見
も
あ
り
、
慶

長
年
間
に
お
い
て
、
能
の
式
楽
化
を
含
む
様
々
な
変
化
と
と
も
に
、
歌
舞
伎
の
登
場
を
迎
え
た
事
実
は
、
能
を
中
心
と
し
て
い
た
芸
能
の
質
が
変

化
し
よ
う
と
し
て
い
た
点
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。

（
45
） 

能
勢
朝
次『
能
楽
源
流
考
』岩
波
書
店 

一
九
三
八
年 

一
二
一
八
―
一
二
二
四
頁
。

（
46
） 
堀
尾
氏
は
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
徳
川
方
に
つ
い
て
お
り
、
豊
臣
秀
吉
か
ら
だ
け
で
な
く
、
徳
川
家
康
か
ら
の
影
響
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
特
に
、
晩
年
に
な
り
能
に
傾
倒
し
た
豊
臣
秀
吉
に
対
し
、
若
い
時
期
か
ら
能
に
触
れ
、
自
ら
も
舞
っ
て
い
た
徳
川
家
康
か
ら
受
け
た
影

響
は
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
47
） 

現
在
ま
で
伝
わ
る
演
目
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
江
戸
期
の
文
献
に
も
同
様
の
演
目
が
載
っ
て
お
り
、
さ
ほ
ど
内
容
に
差
は
な
い
も
の
と
考
え

る
。

（
48
） 

松
前
健「
出
雲
の
神
話
」上
田
正
昭
編『
出
雲
の
神
々
』筑
摩
書
房 

一
九
八
七
年 

八
一
頁
。

（
49
） 

八や
つ
か
み
ず
お
み
つ
の
の
み
こ
と

束
水
臣
津
野
命
が
、
新
羅
の
三
崎
に
あ
ま
っ
て
い
る
地
に
綱
を
か
け
て「
国
来
国
来（
く
に
こ
く
に
こ
）」と
言
っ
て
出
雲
国
に
引
き
つ
け
た
と

い
う
も
の
。

（
50
） 

石
塚
尊
俊『
西
日
本
諸
神
楽
の
研
究
』慶
友
社 

一
九
七
九
年 

三
八
九
―
三
九
三
頁
。

（
51
） 

平
成
二
十
七（
二
〇
一
五
）年
の
御
座
替
祭
で
は
三
番
叟
の
復
曲
が
試
み
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
も
続
く
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
52
） 

松
江
市
立
鹿
島
歴
史
民
俗
資
料
館
二
〇
一
二
年
特
別
展
図
録『
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
・
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財　

佐
陀
神
能
』松
江

市
立
鹿
島
歴
史
民
俗
資
料
館 

二
〇
一
二
年 

六
頁
。

（
53
） 

天
野
文
雄『
能
楽
逍
遙（
下
）能
の
歴
史
を
歩
く
』大
阪
大
学
出
版
会 

二
〇
一
〇
年 

二
九
二
―
三
〇
一
頁
、
に
よ
る
と
、「
式
三
番
」を
三
番
三
や
三

番
叟
と
の
比
較
か
ら
、「
サ
ン
バ
ン
」で
は
な
く「
サ
ン
バ
」と
呼
ぶ
の
は
、
古
い
呼
び
方
を
採
用
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。「
式
三
番
」を「
シ

キ
サ
ン
バ
」と
呼
ぶ
の
が
通
例
で
あ
る
佐
陀
神
能
に
も
こ
れ
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、
式
三
番
や
神
能
は
現
在
の
能
よ
り
も
古
い
型
を
継
承
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。

（
54
） 

も
と
は
山
伏
が
携
わ
っ
た
神
事
芸
能
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
、
岩
手
・
青
森
・
秋
田
・
山
形
の
四
県
に
広
く
行
わ
れ
る
山
伏
神
楽
・
番
楽
に
も
、
古

い
能
の
形
態
が
み
え
る
。
演
目
に
は
翁
舞
に
よ
る
祝
福
が
あ
り
、
能
が
大
成
す
る
以
前
と
思
わ
れ
る
古
風
な
も
の
を
伝
え
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
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「
翁
」は
祝
祷
の
手
段
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

（
55
）「
神
能
」の
名
を
持
つ
神
楽
と
し
て
は
、
松
江
市
西
持
田
町
の
持
田
神
社
に
伝
わ
る
亀
尾
神
能
が
あ
る
。
亀
尾
神
能
は
、
七
座
神
事
と「
翁
」を
含
む

能
神
事
で
構
成
さ
れ
、
佐
陀
神
能
と
同
形
式
を
持
っ
て
お
り
、
佐
陀
神
能
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
独
自
の
要

素
も
持
つ
。

（
56
） 「
能
楽
社
」設
立
や
能
楽
を
日
本
固
有
の
も
の
と
し
て「
国
楽
」と
呼
ぶ
な
ど
、
外
国
か
ら
流
入
し
た
楽
よ
り
も
好
ま
し
い
と
い
う
言
説
も
表
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。（
田
村
景
子「
近
代
に
お
け
る
能
楽
表
象
―
国
民
国
家
、
大
東
亜
、
文
化
国
家
日
本
に
お
け
る「
古
典（
カ
ノ
ン
）」と
し
て
―
」『
演

劇
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』早
稲
田
大
学
二
一
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム「
演
劇
の
総
合
的
研
究
と
演
劇
学
の
確
立
」Ⅸ
号 

二
〇
〇
七 

一
四
五
頁
）。

（
57
） 

内
閣
記
録
局
編
輯『
法
規
分
類
大
全
第
一
編 

社
寺
門
一 

神
社
一
』一
八
九
一
年 

内
閣
記
録
局 

一
七
頁
。

（
58
） 

石
塚
尊
俊『
重
要
無
形
民
俗
文
化
財 

佐
陀
神
能
』佐
陀
神
能
保
存
会 

一
九
七
九
年 

六
―
七
頁
、
勝
部
月
子『
出
雲
神
楽
の
世
界
―
神
事
舞
の
形
成

―
』慶
友
社 

二
〇
〇
九
年 
三
―
四
頁

（
59
） 

現
在
で
は「
神
職
神
楽
」と
呼
ん
で
お
り
、
出
雲
地
方
に
は
、
大
原
郡（
現
・
雲
南
市
）の
大
原
神
職
神
楽
や
飯
石
郡
の
奥
飯
石（
神
職
）神
楽
な
ど

が
あ
る
。

（
60
） 

石
塚
尊
俊『
重
要
無
形
民
俗
文
化
財 

佐
陀
神
能
』佐
陀
神
能
保
存
会 

一
九
七
九
年 

六
―
七
頁
。

（
61
） 

松
江
市
立
鹿
島
歴
史
民
俗
資
料
館
二
〇
一
二
年
特
別
展
図
録『
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
・
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財　

佐
陀
神
能
』松
江

市
立
鹿
島
歴
史
民
俗
資
料
館 

二
〇
一
二
年 

一
八
頁
。

（
62
）こ
の
時
期
の
青
年
団
は
、
政
府
官
僚
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
中
央
指
導
機
関
の
指
導
を
受
け
、
公
的
・
国
家
的
な
性
格
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
よ

う
な
青
年
団
の
事
業
で
あ
る「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」で
の
各
地
の
芸
能
は
政
治
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、「
民
俗
芸
能
」に
は
当
初
か
ら
そ

の
よ
う
な
属
性
を
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。（
笹
原
亮
二「
芸
能
を
巡
る
も
う
ひ
と
つ
の「
近
代
」―
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
の

時
代
―
」『
藝
能
史
研
究
』第
一
一
九
号 

藝
能
史
研
究
會 

一
九
九
二
年 
四
七
―
四
九
頁
、
お
よ
び
笹
原
亮
二「
引
き
剝
が
さ
れ
た
現
実
―「
郷
土
舞

踊
と
民
謡
の
会
」を
巡
る
諸
相
―
」『
共
同
生
活
と
人
間
形
成
』三
・
四
合
併
号 
和
敬
塾
教
育
文
化
研
究
所 

一
九
九
一
年 

一
一
七
―
一
三
三
頁
。
な

ど
。）

（
63
） 『
開
館
記
念 

郷
土
舞
踊
と
民
謡
』パ
ン
フ
レ
ッ
ト  

財
団
法
人
日
本
青
年
館 

一
九
二
五
年
。
審
査
顧
問
に
は
、
柳
田
國
男
・
高
野
辰
之
・
小
寺
融
吉
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（
舞
台
監
督
も
兼
ね
る
）の
三
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
選
考
に
多
大
な
援
助
を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
64
） 

郷
土
舞
踊
や
民
謡
は
、
素
朴
で
土
臭
く
て
野
趣
に
富
ん
だ「
郷
土
的
」で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
情
緒
的
な
根
拠
で
、
学
問
的
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
。

（
65
） 

前
者
は
柳
田
國
男
、
金
田
一
京
助
、
中
山
太
郎
、
小
寺
融
吉
、
本
田
安
次
、
北
野
博
美
ら
で
、
後
者
は
折
口
信
夫
な
ど
で
あ
っ
た
。

（
66
） 
兼
常
清
佐
や
中
山
晋
平
、
岩
橋
小
弥
太
な
ど
に
よ
る
意
見
で
、
比
較
的
学
問
的
な
姿
勢
も
持
っ
て
い
た
。

（
67
） 
笹
原
亮
二「
引
き
剝
が
さ
れ
た
現
実
―「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」を
巡
る
諸
相
―
」『
共
同
生
活
と
人
間
形
成
』三
・
四
合
併
号 

和
敬
塾
教
育
文
化

研
究
所 
一
九
九
一
年 

九
九
―
一
三
四
頁
、
を
参
考
に
し
た
。

（
68
） 「
佐
陀
神
能
所
感
」『
島
根
評
論 

第
三
巻
六
号
』島
根
評
論
社 

一
九
二
六
年 

四
一
―
四
九
頁
よ
り
。

（
69
） 「
佐
陀
神
能
所
感
」『
島
根
評
論 

第
三
巻
六
号
』島
根
評
論
社 

一
九
二
六
年 

四
一
―
四
二
頁
。

（
70
） 「
佐
陀
神
能
所
感
」『
島
根
評
論 

第
三
巻
六
号
』島
根
評
論
社 

一
九
二
六
年 

四
三
頁
。

（
71
） 「
佐
陀
神
能
所
感
」『
島
根
評
論 

第
三
巻
六
号
』島
根
評
論
社 

一
九
二
六
年 

四
四
―
四
五
頁
。

（
72
） 「
佐
陀
神
能
所
感
」『
島
根
評
論 
第
三
巻
六
号
』島
根
評
論
社 

一
九
二
六
年 

四
五
頁
。

（
73
） 

松
江
で
は
太
鼓
を「
鼕ど
う

」と
呼
ぶ
こ
と
が
多
く
、
毎
年
一
〇
月
に
は
、
直
径
四
尺（
一
・
二
ｍ
）〜
六
尺（
一
・
八
ｍ
）の
鼕
太
鼓
を
二
〜
三
台
の
せ

た
鼕
山
車
屋
台
を
ひ
き
、
鼕
を
打
ち
鳴
ら
す
、
鼕
行
列
と
い
う
祭
が
行
わ
れ
る
。

（
74
） 「
佐
陀
神
能
所
感
」『
島
根
評
論 

第
三
巻
六
号
』島
根
評
論
社 

一
九
二
六
年 

四
五
―
四
七
頁
。

（
75
） 

宮
川
姓
で
あ
る
こ
と
や
講
師
と
い
う
肩
書
き
か
ら
、
慶
長
年
間
に
京
都
で
能
を
学
ん
だ
宮
川
兵
部
少
輔
秀
行
の
縁
者
で
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き

る
。

（
76
） 「
佐
陀
神
能
所
感
」『
島
根
評
論 

第
三
巻
六
号
』島
根
評
論
社 
一
九
二
六
年 

四
七
頁
。

（
77
） 「
縣
人
家
族
の
夕
＝
九
段
能
楽
堂
に
於
け
る
佐
陀
神
能
＝
」『
島
根
評
論
』第
三
巻
五
号  

一
九
二
六
年 

三
八
頁
。

（
78
） 

清
水
眞
三
郎「
神
能
の
由
来
」『
島
根
縣
神
職
會
要
報
第
三
十
三
号
』一
九
一
四
年（『
旧
島
根
県
史
編
纂
資
料 

近
世
筆
写
編 

二
五
〇
』所
収「
一
二 

神
能
の
由
来
一
―
九
―
五
」よ
り
）。

（
79
） 

川
野
裕
一
朗「
文
化
財
行
政
の
抱
え
る
問
題
：
島
根
県
佐
陀
神
能
の
事
例
か
ら
」『
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要
』七
七
号 

慶
應
義
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塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科 

二
〇
一
四
年 

一
二
七
―
一
五
八
頁
な
ど
。

（
80
） 

石
見
神
楽
の
活
動
は
、
昭
和
四
五
年（
一
九
七
〇
年
）の
大
阪
・
日
本
万
国
博
覧
会
へ
の
参
加
以
降
、
演
出
内
容
や
県
外
公
演
の
増
加
な
ど
、
大

き
く
変
化
し
た
。

（
81
） 
松
江
市
立
鹿
島
歴
史
民
俗
資
料
館
二
〇
一
二
年
特
別
展
図
録『
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
・
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財　

佐
陀
神
能
』松
江

市
立
鹿
島
歴
史
民
俗
資
料
館 

二
〇
一
二
年 

一
八
頁
。

（
82
） 「
特
集 
松
江
開
府
四
〇
〇
年 

伝
統
の
継
承
」湖
都
松
江
編
集
委
員
会『
松
江
文
化
情
報
誌 

湖
都
松
江
』松
江
市
文
化
協
会 

二
〇
〇
九 

年 

二
七
頁
。

（
83
） 

本
田
安
次
は
、
佐
陀
神
能
は
出
雲
神
楽
の
源
流
で
あ
る
と
い
う
説
を
出
し
、
以
降
様
々
な
場
面
で
佐
陀
神
能
の
説
明
に
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
昭
和
十
一（
一
九
三
六
）年
に
一
度
中
断
さ
れ
る
ま
で
の
全
十
回
の「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」に
出
演
し
た
団
体
の
う
ち
、

い
わ
ゆ
る
神
楽
と
呼
ば
れ
る
演
目
は
第
二
回
の
佐
陀
神
能
と
第
五
回
の
佐
伯
神
楽
の
み
で
あ
り
、「
神
楽
」が
ふ
た
つ
し
か
な
い
こ
と
と
、「
郷
土
舞

踊
と
民
謡
の
会
」の
最
初
の「
神
楽
」が
佐
陀
神
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

﹇
付
記
﹈

　

本
論
文
は
、
二
〇
一
四（
平
成
二
十
六
）年
度
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
文
化
動
態
論
専
攻
共
生
文
明
論
コ
ー
ス
に
提
出
し
た
修
士
論
文『
佐
陀

神
能
の
変
化
と
そ
の
要
因
に
関
す
る
研
究 

―
神
事
と
芸
能
の
二
面
性
―
』に
加
筆
、
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
文
の
作
成
に
あ
た
り
、
佐

太
神
社
の
禰
宜
・
岸
悟
様
、
佐
陀
神
能
保
存
会
会
長
の
宮
川
康
秀
様
、
出
雲
大
社
の
千
家
和
比
古
様
、
島
根
大
学
教
授
の
小
林
准
士
先
生
、
島
根
県
教

育
庁
文
化
財
課
の
淺
沼
政
誌
様
、
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
の
学
芸
情
報
課
長
・
品
川
知
彦
様
、
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
の
主
任
学
芸
員
・
藤
原
宏
夫
様
、

指
導
教
員
の
武
田
佐
知
子
先
生
、
指
導
教
員
の
堤
研
二
先
生
、
副
指
導
教
員
の
井
本
恭
子
先
生
共
生
文
明
論
コ
ー
ス
の
江
川
溫
先
生
、
堤
一
昭
先
生
、

中
村
翼
先
生
な
ど
多
く
の
方
に
ご
協
力
頂
き
ま
し
た
。
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
皆
様
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。（

大
学
院
修
士
課
程
修
了
／
特
任
研
究
員
）
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SUMMARY

�e Research of the Changes in Sada Shin Noh and �eir Factors:
Its Ritural and Entertainment Characters

Tatsuya Yamazaki

Sada Shin Noh is the Kagura of Sada Shrine in Matsue city of Shimane pre-
fecture, and it is performed in “gozagae festival”, which is the ritual of the change 
of the rush mats for the Gods, on the 24th and the 25th September every year. 
�e part of Shin Noh of this Kagura had been created from in�uence of Noh and 
Kowakamai in the Keicho period (1596-1615), when one of the Shinto priests 
of Sada Shrine went to Kyoto to get “the license proof for a Shinto priest” from 
Yoshida family (the Urabe clan). Also, adding “Sada” to the name of Kagura is 
related to the appearance on the stage of “the Meeting of Folk Dance and the 
Folk Song” in the Taisho period. 

�e ceremonial movement of the body had had chance to be changed into 
the dance before the creation of Shin Noh. The element of the entertainment 
was, however, slightly added to the Kagura in the 17th century because the cre-
ation of Shin Noh made great change. �ere could have been big in�uences from 
Sarugaku-Noh in the early Edo period and the thought of the Yoshida family. 
�e creation of Shin Noh had important meaning because the basic formation of 
Sada Shin Noh at present had been established.

In the Meiji period, the Shinto priest was not able to perform Kagura, and 
local people came to succeed to Sada Shin Noh. �is change of succession was 
the point to let the Kagura have two faces –the ritual side and the entertainment 
(folk art) one. When “the Meeting of Folk Dance and the Folk Song” was held in 
the Taisho period, being conscious of the entertainment (folk art) side was re-
lated very much to the adding the word “Sada” to that of the Kagura and change 
the name to Sada Shin Noh. A�er that, Sada Shin Noh has been performed not 
only on the day of the festival, nor at the shrine.

For a long period, with the cause of various factors, the Sada Shin Noh has 
changed its contents qualitatively and came to have the characters both the ritual 
and the entertainment.
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